
事
務
・
権
限
の
移

譲
等
に
関
す
る
見
直
し
方
針

（
H
2
5
.
1
2
.
2
0
閣

議
決
定
）
※
関
係
部
分

○
地
方
の
意
見
も
踏
ま
え
つ
つ
、
平
成
2
1年

の
改
正
農
地
法
附
則
に
基
づ
き
、

同
法
施
行
後
５
年
（
平
成
2
6
年
）
を
目
途
と
し
て
、
地
方
分
権
の
観
点
及
び

農
地
確
保
の
観
点
か
ら

、
農

地
確

保
の
施
策

の
在

り
方

等
と
と
も

に
、
農
地

転
用
事
務
の
実
施
主
体

や
国

の
関

与
等
の
在

り
方

に
つ

い
て
検
討

を
行
い
、

そ
の
結
果
に
基
づ
い
て

必
要

な
措

置
を
講
ず

る
。

○
国
と
地
方
が
、
事
務

が
迅

速
か

つ
円
滑
に

執
行

さ
れ

る
よ
う
、

農
地
転
用
制

度
等
に
係
る
課
題
に
つ

い
て

、
各

地
方
で
定

期
的

に
協

議
す
る
場

を
設
置
。

「
農

地
制

度
の

あ
り
方

に
つ
い
て
」
（
地

方
六

団
体

）
に
よ
る
農

業
・
農

村
活

性
化

ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
本
部

○
基

本
方

針
（

H2
6.
9
.
12
）

１
．

基
本

目
標
（
抜

粋
）

地
方

が
成
長
す

る
活

力
を

取
り
戻
し

、
人

口
減

少
を
克
服

す
る

。
そ
の

た
め
に
、

国
民

が
安

心
し
て
働

き
、

希
望

通
り
結
婚

し
子

育
て

が
で

き
、
将

来
に
夢
や

希
望

を
持

つ
こ
と
が

で
き

る
よ

う
な
、
魅

力
あ

ふ
れ

る
地

方
を

創
生
し
、

地
方

へ
の

人
の
流
れ

を
つ

く
る

。
（
以
下

略
）

○
総

合
戦

略
の

趣
旨

（
H
2
6
.
1
0
.
1
0
本

部
会

議
提

出
）

Ⅱ
政

策
分

野
ご
と
の

取
組

の
例

２
．

地
方
に

し
ご
と

を
つ

く
り

、
安
心
し

て
働

け
る

よ
う
に
す

る
個
別
産
業
の
基
盤
強
化
（
･
･
･
、
農
林
漁
業
、
･
･
･
）

農
林
水
産
業
・
地
域
の
活
力
創
造
プ
ラ
ン
（
H
2
6
.
6
.
2
4
改
訂

）
○
「
強
い
農
林
水
産
業
」
「
美
し
く
活
力
あ
る
農
山
漁
村
」
に
向
け
た
４
本
柱

①
需
要
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
拡
大

③
多
面
的
機
能
の
維
持
・
発
揮

②
需
要
と
供
給
を
つ
な
ぐ
バ
リ
ュ
ー
チ
ェ
ー
ン
の
構
築

④
生
産
現
場
の
強
化

→
農
業
・
農
村
全
体
の
所
得
の
倍
増
を
今
後
１
０
年
間
で
目
指
す

新
た
な
農
地
面
積
の
見
通
し
の
考
え
方
に
つ
い
て

（
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会

企
画
部
会
）

○
農
業
の
持
続
的
な
発
展
を
通
じ
て
、
食
料
の
安
定
供
給
の
確
保
、
多
面
的
機

能
の

発
揮
を
図
る
た
め
、
農
地
面
積
の
す
う
勢
を
踏
ま
え
つ
つ
、
国
内
の
農
業
生
産

に
必
要
な
農
地
を
確
保

活
力

あ
る
地

方
の

創
生

の
た
め
、
食

料
の

安
定

供
給

等
の

た
め
に
農

地
を
確

保
し
つ
つ
、
農

業
・
農

村
の

活
性

化
を
図

る
こ
と
は

、
政

府
と
地

方
、
共

通
の

重
要

テ
ー
マ

地
方

六
団
体
の
提
言

マ ク ロ 管 理 ミ ク ロ 管 理

提
言

産
業

振
興

施
策

の
実

施

○
農

地
の

確
保

と
併

せ
、

農
地

に
お

い
て

農
業

が
力
強
く

営
ま

れ
る

よ
う

、
以

下
の

よ
う

な
施

策
を
推

進

・
農

地
の

集
積

・
集

約
化

（
農

地
中

間
管
理

機
構
）

・
担

い
手

へ
の

支
援

（
新

規
就

農
者

や
就
農

希
望
者
等

）

○
地

方
は

、
目

標
達

成
に

責
任

を
負

っ
て

、
農

振
農
用
地

の
編

入
促

進
・

除
外

抑
制

、
耕

作
放

棄
地

の
発
生
抑

制
・

再
生

に
取

り
組

み
、

農
地

を
確

保

農
地
確
保

農
業
生
産
に
必
要
な
農
地
の
確
保

○
市

町
村

が
目

標
設

定
に

関
わ

る
こ
と

で
、

土
地
利
用
行

政
を

総
合

的
に

担
う

こ
と

と
な

り
、

自
主
的

に
ま
ち
づ

く
り

を
実

施

○
確

保
す

る
必

要
が

あ
る

農
地

以
外

に
つ

い
て

は
、
転
用

手
続

き
が

迅
速

化
す

る
こ

と
に

よ
り

、
地
域

の
農
業
・

農
村

の
維

持
等

の
た

め
、

有
効

に
活

用

提
言

地
域

振
興

施
策

の
推

進

○
ま

ち
づ

く
り

の
要

と
な

る
以

下
の

よ
う

な
施

策
を
併
せ

て
実

施

・
農

業
の

六
次

産
業

化
（

海
外

を
含

め
た

販
路
開
拓
、

付
加

価
値

の
高

い
商

品
開

発
等

）

・
農

村
の

活
力

向
上

（
地

域
協

働
活

動
へ

の
支
援
、
中

山
間

地
域

等
の

耕
作

環
境

整
備

等
）

○
人
口
減

少
社
会
を

迎
え
、

地
方
が

主
体
と

な
っ
て
、

農
地
を

確
保
し

つ
つ
、

地
域
振
興

施
策
を

実
施
す

る
こ
と

に
よ
り
、
総

合
的

な
ま
ち

づ
く
り

を
推
進

美
し
く
活
力
あ
る
農
山
漁
村

○
確
保
さ

れ
た
農
地

に
お
い

て
、
産

業
振
興

施
策
が
実

施
さ
れ

る
こ
と

で
、
農

業
の
基
盤

強
化

が
図
ら
れ

る
と
と

も
に
、
農

業
・
農

村
の
所

得
が
増

加
し
、
「
強

い
農

業
」
が

実
現 農

林
漁
業
の
基
盤
強
化

強
い
農

林
水

産
業

魅 力 あ ふ れ る 地 方 の 創 生

食 料 の 安 定 供 給 を 実 現

農 村 が 多 面 的 機 能 を 発 揮 し 、

将 来 世 代 へ 継 承 地 方 の 活 力

現
行

制
度

の
課
題

○
大

臣
許

可
・
協
議

に
係

る
農

地
転
用
に
多

大
な

時
間

・
手
間
を
要

し
、

迅
速

性
に
欠
け
る

と
と

も
に

、
総
合
的
な

ま
ち

づ
く

り
に
支
障

現
行

制
度

の
課
題

○
農

地
の

総
量
確
保

目
標

と
現

実
の
乖
離

○
目

標
設

定
プ
ロ
セ

ス
の

課
題

（
施
策
効
果

の
見

込
み

が
過
大
等

）

農
地
の
総

量
確
保
（

マ
ク

ロ
管

理
）

の
仕

組
み

に
市
町
村

を
参
加
さ

せ
実

効
性

を
確

保

○
市
町
村
が
主
体
的
に
設
定
し
た
目
標
の
積
上
げ
を

基
本
と
し
、
国
、
都
道
府
県
、
市
町
村
が
議
論
を

尽
く
し
た
上
で
国
の
総
量
確
保
目
標
を
設
定

○
新
た
に

市
町
村
計

画
に

お
い

て
確

保
す

べ
き

農
用
地

等
の
面
積

目
標

を
明

記

○
目
標
管

理
に
係
る

実
行

計
画

の
実

施
状

況
等

に
つ
い
て

、
第
三
者

機
関

が
事

後
評

価

提
言

農
地
転
用

許
可
制
度

等
（

ミ
ク

ロ
管

理
）

の
見

直
し

〔
市
町
村

主
体

〕

○
個
々
の

農
地
転
用

許
可

等
に

つ
い

て
は

、
大

臣
許
可
・

協
議
を
廃

止
し

、
市

町
村

に
移

譲

○
必
要
に

応
じ
て
転

用
基

準
の

更
な

る
明

確
化

等

○
都
道
府

県
農
業
会

議
へ

の
意

見
聴

取
は

、
一

律
の
義
務

付
け
を
廃

止

地
方
分
権

耕
作
放
棄
地
化
を
防
止

○
耕

作
放

棄
地

の
発

生
抑

制
・

再
生

を
含

め
、
農
地
の

総
量
確

保
の
目
標

は
国
と

地
方
が
議

論
を
尽

く
し
た
上

で
設
定

。
地
方
も

国
と

と
も

に
責

任
を

持
っ

て
目

標
達

成
の

た
め

の
施
策

に
取
り

組
む
（
中

間
管
理

機
構
、
耕

作
放
棄

地
対
策
等

）
○

目
標

設
定

に
係

る
「

実
行

計
画

」
の

実
施

と
そ
れ
に

よ
る
農

地
確
保
の

状
況
に

つ
い
て
、

第
三
者

機
関
が
事

後
評
価

し
、
公
表

農
振
除
外
・
転
用
許
可
の
基
準
は
厳
格

に
運
用

○
提
言

は
市
町
村

が
土
地

利
用
行
政

を
総

合
的

に
担

う
こ

と
を

目
的

と
す
る

一
方
、
優

良
農
地

は
法
令
に

従
っ
て

守
る

こ
と

が
前

提

懸
念
等

へ
の
対
応

提
言
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目
標

面
積

設
定

に
当

た
っ
て
の

国
と
地

方
の

議
論

（
農

地
PT
試

案
）

□
現

状
で
は

、
農

用
地

の
編

入
・
除

外
の

抑
制

で
は

目
標

と
現

実
の

差
は

僅
か

。
主

な
乖

離
は

耕
作

放
棄

地
の

発
生

に
よ
り
生

じ
て
お
り
（
目

標
で
は

Ｈ
32

ま
で
の

11
年
間
で

1万
ha

発
生
、
現
実

に
は
Ｈ

24
単
年
で

1.
1万

ha
発

生
（
目

標
値

の
１
０
倍

以
上
）
）
、

国
の

施
策

効
果

に
関

わ
る
部

分
。

現
実

を
見

据
え
た
目

標
を
考

え
る
限

り
、
国

・
地

方
に
よ
る
議

論
・
精

査
と
、
そ
れ

を
前

提
と
し
た
施

策
の

充
実

で
国

と
地

方
の

間
の

調
整

は
十

分
可

能
。

国
が

示
す

目
標

面
積

の
案

○
○

○
万

h
a

・
食
料
安
定
供
給
や
国
土
保
全
等
の
多
面
的
機

能
保

持
の

観
点

か
ら
設

定

・
人
口
減
少
に
よ
る
食
料
需
要
、
食
料
消
費
構
造

の
変
化
な
ど
社
会
情
勢
の
変
化
も
考
慮

国
と

地
方

の
十

分
な

議
論

に
よ

り
解

消
を

図
る

市
町

村
が

示
す

目
標

面
積

の
案

（
積

み
上

げ
）

△
△

△
万

h
a
 

・
生
産
性
の
高
い
農
地
、
多
面
的
機
能
を
有
す
る
農
地

な
ど
、
多
様
な
個
々
の
農
地
の
状
況
（
集
団
性
、
区
画

整
理

、
地

形
、
水

利
条

件
等

）
を
踏

ま
え
て
設

定

・
農
地
の
確
保
に
資
す
る
施
策
を
、
多
様
な
農
地
ご
と

に
地
域
の
実
情
に
応
じ
適
切
に
実
施
す
る
こ
と
を
織
り

込
み
設
定

乖
離

目
標

面
積

設
定

の
手

順
（
イ
メ
ー
ジ
）

市
町

村
は

目
標

面
積

の
案

を
作

成

○
市
町
村
が
個
々
の
農
地
や
農
村
の
実
態
等
を
踏
ま
え
、
農
用
地

区
域

へ
の

編
入

・
除

外
、
耕

作
放

棄
地
の

発
生
抑
制
・
再
生
の
目

標
面

積
の

案
（
現

状
か

ら
の

増
減

）
を
適

切
に
見

積
り
。

上
記
の
作
業
を
円
滑
に
行
う
た
め
、
例
え
ば
、
以
下
の
手
順

が
考
え
ら
れ
る
。

－
あ
ら
か

じ
め
、
「
国

と
地

方
の

議
論

の
た
め
の

枠
組

み
」
を
経

て
、
農
地
確
保
の
目
標
面
積
設
定
に
当
た
っ
て
の
考
え
方
を
整

理
（
食
料
自
給
率
・
自
給
力
等
に
関
す
る
国
の
目
標
、
農
地
確

保
に
資
す
る
施
策
の
見
込
み
と
効
果
の
想
定
等
）
。

－
市

町
村

の
見

積
も
り
に
際

し
、
こ
れ

に
よ
り
難

い
と
判

断
す
る

も
の
、
地
域
特
性
・
事
情
に
よ
り
想
定
と
乖
離
す
る
特
別
な
要
因

に
つ
い
て
は
説
明
を
付
し
た
上
で
、
市
町
村
の
主
体
的
な
判
断

で
見

積
も
り
。

○
都
道
府
県
は
目
標
の
案
を
取
り
ま
と
め
。
そ
の
際
、
広
域
的
な

観
点
か
ら
調
整
。

国
、

都
道

府
県

、
市

町
村

が
議

論
を

尽
く
し

た
上

で
、

国
、

都
道

府
県

、
市

町
村

の
共

通
の

目
標

面
積

を
設

定

○
国
は
、
目

標
面
積
の
案
を
提
示
し
、
上
記
の
案
と
の
間
の
乖
離

の
要

因
を
精

査
。

○
全

国
的

な
共

通
事

項
に
つ
い
て
は

、
「
国

と
地

方
の

議
論

の
た

め
の

枠
組

み
」
で
協

議
。

○
そ
れ
で
も
な
お
乖
離
が
残
る
場
合

、
国
は

施
策
を
さ
ら
に
充
実
。

国
と
地

方
の

議
論

に
よ
る
乖

離
の

解
消

（
イ
メ
ー
ジ
）

①
真
に
確
保
す
べ
き
農
地
の
範
囲
の
考
え

方
・
中
山
間
地
域
等
条
件
不
利
農
地
の
確
保
の
考
え
方

な
ど

②
農
地
面
積
減
少
の
す
う
勢
、
農
地

確
保

の
施

策
効

果
・
担

い
手

へ
の

農
地

の
集

積
・
集
約

化
に
よ
る
耕

作
放
棄
地
の
発
生
抑
制
効
果

・
耕

作
放

棄
地

再
生

利
用

緊
急
対

策
交
付

金
に
よ
る

耕
作
放
棄
地
の
再
生
効
果

な
ど想

定
さ
れ

る
論

点

③
国

の
施

策
の

更
な

る
充

実
に

よ
り

ギ
ャ

ッ
プ

を
解

消
・
担

い
手

へ
の

農
地

集
積

・
集

約
化
に

あ
た
っ
て
、
担

い
手

へ
の
支

援
の

拡
大
及
び
非
農
家
で
あ
る
出
し
手

へ
の

支
援

拡
大

・
耕

作
放

棄
地

再
生

利
用
緊

急
対
策
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と
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方
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協
議
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場
を
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積
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国
、

都
道

府
県

、
市

町
村

そ
れ

ぞ
れ

が
計

画
等

に
明

記
し

、
公

表
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地方六団体及び農林水産省の意見（論点整理） 

 

１ 農地の総量確保（マクロ管理） 

（１）マクロ管理における現行制度の課題 

【地方六団体提言（主なもの）】 【農林水産省の考え方（主なもの）】 

〔農地の総量確保の目標と現実の乖離〕 

○国の基本指針で「確保すべき農用地

等の目標面積」が設定されたが、目

標と現実は既に乖離 

・農振編入・除外は概ね見込みどお

りである一方、耕作放棄地の発生

は想定以上 

 
 
○農地の減少が抑制傾向にあるのは、

平成21年の農地法等改正における農

地転用許可基準等の厳格化の効果が

大きい 

 

〔農地の総量確保の目標設定プロセス〕 

○都道府県の目標面積は、設定過程で

の国と地方の議論が不十分 
 
○地方や現場で、達成すべき目標と十

分意識されず、目標が形式化 

 

○食料自給率目標 50％は、我が国の持てる資源を

全て投入したとき初めて可能となる高い目標と

して設定 

目標面積も、①農用地区域からの除外を抑制、

②田の耕作放棄地の発生をほぼ全て抑制、③農

用地区域内の再生可能な耕作放棄地は全て再生

等の考え方で、増加する目標とした 
 
○現状のまま推移すると、目標達成は厳しいと認

識。一方、平成 21年の農地法等改正において目

標設定の仕組みを設けたことは一定の効果 

 

 

 

○平成 22年の都道府県基本方針の変更は、短期間

での目標設定、国と都道府県との協議等を要し、

必ずしも両者の間で十分議論を尽くしたとは言

い切れない面もあったものと認識 

 

【構成員からの主な意見等】 

○農林水産省も目標と現実に乖離があるとしているが、具体的な要因は何か。 

→耕作放棄地の再生や発生抑制など農地確保の目標を相当高く定めたこと。（農林水産省） 

○国から目標を設定すると、政治的要因などにより、逆にブレが出てしまう懸念。地に足の

ついた目標とするためには、地方と意思疎通を綿密にする必要。 

○現状は、国から一方的に示された数字に合わせる形になっており、地方では実現可能でな

い目標として認識されている。目標を市町村からも積み上げ、実現可能で共有できる目標

とすべき。 

○農地の確保に関し、国が押し付けるのではなく、国と地方が協議しながら、量的な確保を

担保できる手法が望ましい。 

○農地の総量確保を、食料自給率ありきで国が決めたとしても目標が達成できないのは、地

域にとっての望ましい土地利用と切り離してしまっているからではないか。 

○国、都道府県、市町村の調整過程をどうデザインすべきか。 

未定稿 
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（２）マクロ管理における見直しの方向性 

【地方六団体提言（主なもの）】 【農林水産省の考え方（主なもの）】 

○真に守るべき農地を確保する必要性は

国・地方共通の認識 

 

〔現実を見据えた目標管理〕 

○急激な人口減少等社会情勢の変化を考

慮し、現実を見据えた合理的な目標設

定 

 

 

 

〔根拠のある目標管理〕 

○耕作放棄地の発生抑制、再生などの農

地確保の施策効果ごとの目標を設定 
 
 

 

 

 

 

〔納得感のある目標管理〕 

○市町村が主体的に設定した目標を積み

上げ、国、都道府県、市町村が十分議

論を尽くした上で設定 

（議論が実質的に機能する枠組みを設

置） 

（必要に応じ都道府県は広域的に調整） 

・国：食料安定供給や国土保全等の多

面的機能保持の観点から目標設定 

・地方：地方の個々の農地や農村の実

態を踏まえた目標設定し、十分な

議論を行うこと等により調整 
  
○国・都道府県のほか、市町村計画にも

確保すべき農用地区域内農地の目標面

積を明記 
 
○市町村から積み上げた目標をそのまま

国の目標とするのでなく、国と地方が

議論を尽くし、調整する枠組みを提案 

食料自給率目標達成の視点にも十分適

合 

○農地の総量確保を図る上で、市町村・都道府

県の果たす役割は重要 

 

 

○我が国の食料自給率は他の先進国等と比較し

て低い水準。長期的な人口減少の見通しを理

由に直ちに確保すべき農地面積を減少させて

もいいとするのは適切でなく、農地転用許可

制度等の適正な執行により、現存の優良農地

をいかに保全するかとの視点が必要 

 

○現行の基本指針では、集団的農地の編入や農

地転用の抑制効果、耕作放棄地の発生抑制効

果、耕作放棄地の再生等の施策効果を各々に

見込んで試算 
 
○目標面積の設定における各種施策効果の見込

み方は、今後、食料・農業・農村基本計画の

見直しに関する議論を踏まえ検討 

 

○食料自給率目標や農地面積の見通し等に関す

る検討に当たって、国が地方の意見も十分踏

まえて対応することが必要 
 
○市町村からの積み上げを基礎として目標面積

を設定することは、 

・食料自給率目標を達成するために必要な農

地確保の観点からは、十分に適合した枠組

みとは言い難いのではないか 

・地権者や進出企業の意向を踏まえた場合、

国の目標面積まで積み上がらないおそれ 

等の課題 
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○農用地区域の設定は、法令に則って実

施するもので、地権者や進出企業の意

向を踏まえた場合に国の目標まで積み

上がらないとする懸念は当たらない 
 
○国の目標面積について市町村の意見を

聴くとした場合、各市町村ごとの目標

面積に細分化されなければ、市町村が

コミットできない。市町村ごとの目標

面積を示すのであれば、最初から市町

村が主体的に目標設定すべき 
   
 

〔実行力のある目標管理〕 

○国・都道府県・市町村における「実行

計画」の策定と、計画実施状況等の第

三者機関による事後評価 

 

 
 
○現行制度の達成状況の公表や是正の要

求に加え、国・都道府県・市町村それ

ぞれが実行計画を策定し、それを議会、

住民にも公表。その上で、農地の確保

状況について、第三者機関による評価

を行い、結果はその後の施策に反映。

このように具体的な担保措置は明確で

あり、現行制度よりも実効性のある目

標管理 

○地権者や進出企業の意向、自治体の開発期待

等の反映により、開発需要を大きく見込んだ

目標面積が設定されるおそれ 

 
 
○国の目標面積案及び都道府県の目標設定基準

案について、都道府県に示し、都道府県を通

じ市町村からも意見を聴き、都道府県と調整

を図った上で設定する方向で検討 
 
○目標達成に向け、ブロック単位での国と地方

の協議の場等において意見交換を行い、国・

地方が一体となり取り組み 
  
 

○第三者機関による事後評価は、考え得る事後

的な措置の一つであるが、農地への復元には

相当な困難を伴うことから、農地転用許可制

度等の適正な執行により、現存する優良農地

をいかに保全するかという視点が重要 
 
○農用地区域編入、耕作放棄地の発生抑制・再

生等の施策については、第三者機関による評

価も有効な面があるが、一方で、転用による

農地のかい廃は、農地の復元に相当の困難を

伴うことから、第三者機関の評価による事後

的な措置では、優良農地保全の担保措置とし

ては十分とは言えない 

 

【構成員からの主な意見等】 

〔現実を見据えた目標管理〕 

○人口減少、超高齢化社会の到来を踏まえ、土地利用の在り方を考えるべきであり、確保す

べき農地面積も減少するのではないか。 

 

〔納得感のある目標管理〕 

○国と都道府県、市町村が共有できない目標を作っても意味がなく、共有できるような目標

づくりについて、知恵を絞って着地点を見つけることに尽きる。 

○農地の総量確保に関し、国から地方に割り当てる仕組みではなく、国からのトップダウン   

と地方からのボトムアップをどう調和させるかが制度設計のポイント。 

○農林水産省は、地方六団体提言について「十分に適合した枠組みとは言い難い」としてい

るが、ボトムアップという枠組み自体がまずいのか、ボトムアップとトップダウンの調整

93



の具体像がまずいのか。 

→地方からの積み上げ自体を否定しているのではないが、食料自給率目標の達成のため、ま

ずは国が目標を責任持って算定する必要があり、市町村からの積み上げを「基本」とする

のは制度論としていかがか。一方で、国と地方ですり合わせることは重要であり、十分に

意見交換を行い、調整を図るプロセスは必要。（農林水産省） 

○市町村の意見を聴くことについて、国がそのまま意見を受け取るのか、あるいは、都道府

県に調整の役割を負わせるのか。また、聴いた市町村の意見を反映させる担保をどのよう

に考えているのか。 

→都道府県で、可能な限り域内市町村の意見をまとめ、意見を出してもらうことを想定。ま

た、反映の方法については、都道府県との間で個別調整を図ることを想定。具体の制度設

計については、今後の検討事項。（農林水産省） 

○地方六団体提言と農林水産省の主張には大きな差はない。地方も、市町村目標の積み上げ

を踏まえて国と地方が十分に議論と提言しており、農林水産省も地方の意見を踏まえる以

上、市町村からの積み上げ数値は必要なはず。 

○市町村において、現状値からはじめて、そこからの変化を目標として設定するという考え

方は、国の方向性と矛盾しないのではないか。 

○国が食料自給率の観点から積み上げる目標と、市町村が農地の実態を踏まえて積み上げる

目標には、乖離が生じることが想定されるが、どのように調整を行うかがポイント。 

 

〔実行力のある目標管理〕 

○現行の目標値が地方でどれだけ尊重されているかという実情を踏まえる必要。国と地方が

合意の上、設定される目標であれば、地方も今より責任と義務を意識せざるを得ない。 
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２ 農地転用許可制度等（ミクロ管理） 

（１）ミクロ管理における現行制度の課題 

【地方六団体提言（主なもの）】 【農林水産省の考え方（主なもの）】 

〔総合的な土地利用行政の観点〕 

○都市計画決定権限の多くは市町村

に移譲された一方、農地転用許可は

大臣許可・協議が残存 
 
○地方が地域の実情を把握し、自らが

適切な判断ができるにもかかわら

ず、迅速性に欠け、総合的なまちづ

くりに支障 

 

○都市計画の根幹である都市計画区域の指定、マス

タープラン、区域区分の決定等については、一部

を除き、基本的には都道府県知事が担っている 
 
○農地転用許可についても、そのほとんどは都道府

県知事が担っており、大臣許可・協議を合わせて

も、全許可案件の 0.16％ 

 

 

【構成員からの主な意見等】 

○都市と農村の土地利用に係る法体系を統合し、一元的に基礎自治体が担うのが大きな流れ

であり、中長期的にその方向に進むべき。 

○都市的な土地利用は分権が進んでいる一方、農地の方は都道府県止まりになっていること

が課題。また、ゾーニング権者と個別の許可権者は一致していることが望ましい。 

○土地利用に関して関連法律と分権の足並みを揃えるという視点も重要。 

○都市型の権限と農地の権限の主体が異なっていることが問題であり、市町村に分権し、権

限主体を一致させることが重要。その上で、広域調整の課題に対応することが必要。 

○都市計画においても農地においても、市町村がルールの中で的確に判断して、自らが決め

る制度とするのが本筋。 

○都市計画決定権限は市町村決定が中心であり、都市計画決定の多くを都道府県が担ってい

るという農林水産省の認識は事実として間違っているのではないか。 

 

○現場に近い市町村が包括的に土地利用の権限を担うことが、効率性や迅速性、正確性の面

で望ましい。 

○農林水産省は、現場と距離がある方が（転用許可を）的確に判断できるとしているが、現

場に近いところで判断するというのが一番効果的だというのが分権の原点であり、現場か

ら離れるほど時間と費用がかかり、しかも有効に決定できない。 

○人口減少社会の到来を踏まえれば、地域の実情に応じたまちづくりは避けて通れない課

題。 
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（２）ミクロ管理の見直しの方向性 

【地方六団体提言（主なもの）】 【農林水産省の考え方（主なもの）】 

○農地の総量確保（マクロ管理）の仕組みを

充実しつつ、個々の農地転用許可等（ミク

ロ管理）は市町村が担う 
 
○地方が、農地を含めた土地利用について権

限と責任を担うことにより、真に守るべき

農地を確保しつつ、地域の実情に応じたま

ちづくりを行うことが可能。事務手続きの

円滑化が図られ、より機動的な対応が可能 
 
○大臣許可、協議は廃止し、農地転用許可の

権限は市町村に移譲 
 
○農地の総量確保について市町村も責任を

負う以上、個々の農地転用許可について移

譲できない理由はない 
 
 
 
 
○地域再生法改正法案と同様のスキームと

すれば、市町村計画の策定に国関与（認定

等）があるなど、地域の主体的なまちづく

りの実現には遠く、農地に係る国と地方の

役割分担の再構築には当たらない 
 
○開発圧力は現場との距離に関係なく生じ

得るもの。また、あらゆる主体からの声に

直接さらされるのが市町村行政であり、そ

れがゆえに不適切とは考えていない 
 
 

 

○地方六団体提言は、次のとおり十分な担保

措置がある制度設計 

 ‐転用基準の更なる明確化等 

 ‐市町村農業委員会の機能強化 

 ‐地方が農地の確保目標に責任を持つこ

と自体が担保措置。加えて、第三者機関

の評価を実施 
   
○国と地方の意見交換を踏まえ、必要に応じ

転用基準の更なる明確化等 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
○権限移譲を行うことでは、優良農地の確保

を図りつつ計画的な土地利用を推進するこ

とに対応できず、土地利用計画に基づき秩

序ある土地利用の確保を担保する必要 
 
○なお、地域再生法改正法案では、６次産業

化施設等について、市町村が計画を策定す

ることにより、４ha超でも都道府県判断で

転用可能 
 
 
 
 
○個別の農地転用許可の判断については、農

地の確保という観点から、許可基準に即し

た厳正な判断が必要。このため、地元の地

権者や進出企業の開発意向に影響を受けに

くい、現場と距離を置いた判断ができる者

が行うことが適切 
 
○仮に農地転用許可権限の移譲をさらに進め

る場合には、優良農地の保全の観点から、

客観的に見て十分な担保措置を取り得るか

が課題 
 
○地方六団体提言の担保措置は、効果が不明

確。第三者機関による評価は、事後的な措

置であり、担保措置として不十分 
  
○転用許可基準は、今後も必要に応じ明確化

に努める考え（平成 22年の都道府県等許可

の実態調査を踏まえれば、農地転用許可制

度の適正な執行の確保が課題） 
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○法令に違反したものは、真摯に反省。一方

で、通知等においては、法令の解釈と技術

的助言の区分が不明瞭であり、国と地方の

意見交換等を通じて、法令の基準と技術的

助言の区分やその内容の明確化を図る必

要 
 
○市町村農業委員会選任委員の見直しによ

る農業委員会の機能強化 
 
○都道府県農業会議への意見聴取について

は、一律の義務付けを廃止 

○都道府県等における農地転用許可に係る実

態調査において、適切な事務処理の確保が

必要な事案が増加 

 

 
 
 

○農業委員の選任方法及び都道府県農業会議

の在り方については、本年６月に閣議決定

された「規制改革実施計画」等において、

見直しを行うこととされていることから、

これと併せて検討する必要 

 

【構成員からの主な意見等】 

○農地をはじめとする土地利用の権限は市町村に統合し、そこで総合的に運用すべき。 

○農地転用許可事務の大部分は地方が担っており、許可基準を明確に示すのが、本来の国の

役割。わずかな件数しかない大臣許可や協議案件に固執する必要はなく、全体の政策効果

を考えると、明確な基準のもとに転用許可の権限は都道府県、市町村に任せ、国は食料自

給率の向上などに取り組むべき。 

○国は農地の確保のための基準等を作る役割を引き続き担い、具体の農地転用許可の執行

は、国の関与を無くし市町村が実施するとともに、運用の統一性は市町村間における適切

な仕組みの中で確保すべき。 

○２ha 超４ha 以下の農地転用は、暫定的な法定受託事務とされてから、相当な期間が経っ

ているので、その位置付けを見直すべき。 

○個別の農地転用許可については、分権の流れの中で、市町村か都道府県が担うべき。最終

的には、土地利用関係の権限は、基礎自治体が全て担うことが望ましい。 

○市町村の意向が尊重されるためには、少なくとも国の関与を廃止し、都道府県に全ての権

限を移譲すべき。その際、市町村への権限移譲に向けて、制度を動かしていくことを明ら

かにすべき。 

○「（権限移譲では対応できず）土地利用計画に基づき秩序ある土地利用の確保を担保する

ことが必要」との主張については、許可権者が誰になるかは関係なく、許可基準の中に計

画的な土地利用に関することを規定することにより対応すべきことではないか。現状で

は、国許可も計画のないところで個別に判断している。 

○農林水産省は、農地転用を判断するに当たって、「現場と距離を置いた判断ができる者が

行うことが適切」としているが、都道府県は、その概念に入っているのか。 

→都道府県も含んでいる。その上で、規模の大きなものは、その影響の大きさ等から国が見

るべきと考えている。（農林水産省） 

○現場から離れた方が適切に判断できるという点について、距離を置き過ぎて現場と乖離し

た判断をして本当にいいのかという問題がある。 

○大臣許可・協議が必要だとする背景には、象徴的に権限を持つことで、国が関与している

という抑制効果を期待している面もあるのではないか。 
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○４ha超の農地転用の扱いについて、象徴的な意味も含め、慎重に議論した方がいい。 

○国が権限を有していることによる抑止効果があるとしても、国の関与により変化に対する

対応が遅くなる弊害の方が大きい。 

○国に任せれば常に抑制的に農地が守られるかというと、過去の経緯を見れば、そうではな

い時期もあったことに留意すべき。 

○農地の開発に当たり、復元する場合の費用も開発段階で担保させるような制度によって、

農地が復元困難である点に対する工夫とできないか。 

 

○農林水産省が不適切事案としている点について、地方側は、技術的助言であることから全

て拘束されるものではないと考えているのに対し、農林水産省は、適正な執行の面で課題

があるとし、見解が相違。 

○許可基準を裁量がないような形で明確化できれば、誰が転用許可権者になっても判断は同

じであるが、土地利用に関しては、最後は裁量が残る。現状を前提とした場合、一律に市

町村へ任せてよいかは疑問。 

○許可基準が明確であれば、その基準を市町村が的確に運用すればよく、土地利用に関する

権限は基本的に市町村で一元化する方向で議論すべき。 

○将来的な話として、土地利用に関する権限を一元化して、いわゆる白地も含めて市町村が

管理するということであれば、農地転用権限も移譲できるが、それができないうちは、市

町村への分権は難しい。 

○許可基準に係る規律密度を高めてしまうと自治体に自由度が無くなる。分権の本旨は、地

方が自ら考えて判断することにある。 

○転用基準については、地方六団体は緩和を求めているのではなく、むしろ明確化や厳格化

してよいと提言。 

 

○地方自治法に基づく条例による事務処理特例制度によって市町村に権限移譲が進んでい

ることは是とする。 

○転用許可権限が、事務処理特例制度により市町村に移っている実態について、農林水産省

としてどのように捉えているのか、好ましくないと考えているのか。 

→事務処理特例制度は、地方自治法に基づき、都道府県の判断で市町村との間の合意で事務

処理を移譲しているものであり、国から物を申すことはできない仕組みになっていると理

解。（農林水産省） 

○事務処理特例制度を活用した権限移譲の状況について、農地転用許可の移譲を受けていな

い市町村も多く存在していることに注目すべき。その上で、なぜ農地の場合には移譲を受

けない市町村が多いのかを考えるべき。 

○市町村への権限移譲に当たって「手挙げ方式」を採用する場合には、事務処理特例制度と

の関係を整理する必要があり、農地転用許可権限の客観的な行使を確保するための何らか

の担保措置を講じることが課題となる。 

 

○都道府県農業会議に、農業委員会の意見や都道府県の判断と異なる独自の視点がないので

あれば、一律の義務付けは見直すべき。 
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３ 農地の確保に資する施策 

【地方六団体提言（主なもの）】 【農林水産省の考え方（主なもの）】 

○農地において農業が力強く営まれるた

めに、国は、農地の確保に資する制度

の枠組みづくりを行い、地方は、農地

中間管理機構の活用をはじめ、担い手

への農地の集積・集約化、耕作放棄地

対策などの具体の施策を推進 
 
○目標の達成に向けて、担い手への農地

集積・集約化、耕作放棄地対策の充実

等に取り組む必要 

※耕作放棄地40万ha⇔農地転用１万ha 
 
 

○条件不利農地など、地域によって農地

は多様であることへの配慮が必要 

 

 

 

 

○国と地方が連携しつつ、国民への食料の安定

供給等の基盤である農地の確保を図るととも

に、農地中間管理機構の活用等により、効率

的な利用を促進することが必要 

 

 
 
○耕作放棄地面積 40 万 ha は、ストックベース

で、農地転用面積１万 haは１年間に農地転用

された面積。耕作放棄地の多くは生産力の低

い農地で発生するのに対し、転用需要は優良

農地に向かいがちであることに留意が必要 
 
○中山間地域等の条件不利地域の農地は、各種

施策の実施により、農業上の有効利用や農業

の６次産業化への活用を図ることが基本 

こうした農業的利用が困難な農地は非農業的

利用に供することも含め、計画的な利用を促

進する必要 

 

【構成員からの主な意見等】 

○農地転用面積に比べて、耕作放棄地の面積は圧倒的なボリューム感であり、耕作放棄地対

策も議論の射程に入れていくことが必要。 

○（耕作放棄地面積と農地転用面積の比較について、）耕作放棄地は政策努力によってある

程度回復できる土地である一方、転用された土地は基本的に元に戻すことはできない。政

策の対象として考えた場合、地方六団体の数字も意味があるもの。 
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これまでの議論を踏まえた主な論点（未定稿） 

 

（内閣府地方分権改革推進室の責任において編集したもので、今後、修正の可能性があり得る。） 

（「※」は、有識者ヒアリングにおける有識者からの発言等について参考までに記載。） 

 

（１）農地転用等に係る事務・権限の移譲関係について 

 

①農地制度等における地方分権の意義について、どのように考えるか 

ⅰ 地域の実情を踏まえた総合的なまちづくりを推進する観点から、どのように考

えるか 

ⅱ 現場の実態に即した適切な事務執行や事務の効率化、迅速化を図る観点から、

どのように考えるか 

ⅲ 短期的な課題と中長期的な課題等の時間軸に留意しつつ、あるべき土地利用の

全体像を示すことについて、どのように考えるか 

【構成員からの主な意見等】 

〔①－ⅰ（総合的なまちづくり）関係〕 

・着地点としては、農地をはじめとする土地利用の権限は市町村に統合し、そこで総合

的に運用することが望ましい。（第４回・構成員） 

・都市と農村の土地利用に係る法体系を統合し、一元的な主体として基礎的な自治体で

ある市町村が管理するというのが大きな流れであり、中長期的にその方向に進むべき。

（第４回・構成員） 

・人口減少、超高齢社会の到来を踏まえて、今後の土地利用の在り方を考えるべき。そ

うした社会情勢の変化を踏まえれば、都市については、コンパクトシティを目指す方

向。（第４回・構成員） 

・人口減少社会を迎え、都市機能の集約化（コンパクトシティ化）等が進むことが見込

まれることから、地方が主体となって、農地を確保しつつ、都市・農村を通じた総合

的なまちづくりを推進する必要。〔地方六団体提言〕 

・分権改革を通し、都市計画決定権限の多くは市町村へ移譲された一方、農地転用許可

については大臣許可・協議が残存しており、地方が地域の実情を把握し、自ら適切な

判断ができるにもかかわらず、迅速性に欠け、総合的なまちづくりに支障。〔地方六団

体提言〕 

・今後、人口減少問題を議論していく上で、地域の実情に応じたまちづくりということ

は避けて通れない課題。（第８回・構成員） 

→地域の実情に応じたまちづくりの観点から考えれば、人口減少問題と農地制度の在り

方は非常に関連の深い議論と認識。（第８回・三重県知事） 

・農地転用によって他用途に供された土地の農地への復元には相当の困難を伴う。農地

転用許可制度等の在り方を検討するに当たっては、まちづくりの視点だけではなく、

現存する優良農地をいかに保全するかという視点が重要。（第９回・農林水産省） 
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・農業政策の大きな転換期にあって、地方創生や農業・農村の再生のためには、市町村

を信用して権限移譲を行い、国と地方が役割分担しながら、政策目標に向かうことが

重要。（第 11回・池田町長） 

 

※今後、人口が減少していくことは確実であり、それに備えて世の中の体制を作り変え

なければならない。都市の集約化やコンパクトシティの必要性は明らかに高まってく

る。従来の都市と農業で土地の取り合いを行ってきた成長時代とは局面が大きく異な

り、農地転用がこれまでのように続くとは見込めない。地方創生とも大きく関わるテ

ーマである。（第 10回・有識者） 

 

〔①－ⅱ（適切な事務執行、迅速化等）関係〕 

・我が国の土地利用に係る法体系は重層的で複雑なものとなっているが、本来、一元的で

総括的な法体系であるべき。なおかつ、なるべく現場に近い市町村が包括的に担うこと

が、効率性や迅速性、更には正確性の面から望ましい。（第４回・構成員） 

・市街化区域や用途地域内の農地転用など、農業上の土地利用との調整を経た上で土地

利用計画に位置付けられた開発や、優良農地以外の農地に関する転用の許可について

は、迅速な判断が可能。（第９回・農林水産省） 

・迅速に対応できないという点はあるものの、転用許可を得るまでに１年、２年かかる

というのは異常なことなのか。例えばヨーロッパの土地利用計画で言えば、転用する

場合には計画を全て変えていくため、時間を要するのが常態となっている。（第９回・

構成員） 

・地方団体が挙げた支障事例については、協議に要する期間を構想段階から起算してい

るものもあるなど、必ずしも、国が判断権を有しているがために時間を要していると

は言えない。（第 11回・農林水産省） 

・農林水産省は、現場と距離がある方が（転用許可を）的確に判断できるとしているが、

現場に近いところで判断するというのが一番効果的だというのが分権の原点であり、

現場から離れるほど時間と費用がかかり、しかも有効に決定できない。（第 11 回・構

成員） 

→地方分権が政府の重要な政策課題であることは認識。一方で、食料自給率の向上等を

図るという農政上の課題もあり、その基礎として、優良農地の確保を図るということ

が重要な要素の一つ。双方を念頭に置きつつ、どのような枠組みが適切かを検討。（第

11回・農林水産省） 

 

〔①－ⅲ（あるべき土地利用の全体像）関係〕 

・本来、土地利用の在り方はこうあるべきという将来図を描き、市町村の役割が大きい

ことを示す必要。その上で、過渡的にはどういう制度とするか検討すべき。（第８回・

構成員） 

 

※市町村は、土地利用に関する計画を策定し、それに基づいて土地の開発行為・建築行
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為等を規制する権限を一括して基礎自治体が担うことを目的とし、都市計画法、建築

基準法、景観法、農地法、農振法、森林法等の全面改正と新たな統一的な都市農村計

画法（仮称）の制定を求める運動を起こすべきである。それを究極の目標として、一

歩ずつ近づけていくとともに、市町村は権限を担った際の運営の在り方を今から真剣

に考えるべき。（第 10回・有識者） 
 
②農地の総量確保を図るための仕組み（下記（２）①②）との関わりについて、どの

ように考えるか 

ⅰ 農地の総量確保（マクロ管理）と個別の農地転用許可（ミクロ管理）における

国と地方の役割分担について、どのように考えるか 

ⅱ その際、マクロ管理とミクロ管理の関係について、どのように考えるか 

【構成員からの主な意見等】 

〔②－ⅰ（マクロ・ミクロ管理における国・地方の役割分担）関係〕 

・（農地転用に係る分権が進んだ場合でも、）国は農地の確保のための基準等を作る役割

を担うことになるが、具体の基準の当てはめについては、できるだけ国の関与を無く

し、市町村が実施するとともに、域内での当てはめの調整は、市町村における適切な

仕組みによって行うことが望ましい。（第４回・構成員） 

・農地の総量確保を中長期的な課題として、ミクロ面の改革だけを当面行うのはリスク

が大きく、食料自給の観点からも農地の総量確保をおろそかにするべきではない。地

方自治体に農地の転用権限も降ろしていくという方向は、欧米の流れにも沿うもので

あるが、守るべきところを何らかの形で基準設定するなど、マクロ的な視点を押さえ

た上での分権であるべき。（第４回・構成員） 

・マクロ的な視点とミクロ的な視点について、国も地方も総量確保が必要という点では

同じだが、ミクロの部分を地方に任せることができるのかという点において、国と地

方の認識や価値観の違いがあり、これをどのように埋めていくかが課題。（第４回・構

成員） 

・国と地方が責任を共有し、実効性ある農地の総量確保の仕組みを構築（マクロ管理の

充実）するとともに、個別の農地転用許可等（ミクロ管理）については、市町村が担う

べき。〔地方六団体提言〕 

・地方六団体提言は、単に権限移譲だけを主張しているのではなく、農地の生産性や条

件について最も熟知している市町村が農地を確保するためにコミットし、責任を有す

るため、個別の許可についても権限を有すべきと主張。転用許可の基準緩和を求めて

いるわけではない。（第 11回・地方団体） 

・（今回の地方六団体提言は）従来のいわば権限分捕り型の分権ではなく、役割分担型の

分権ということを積極的に提案し、新たなパートナーシップデザインを描く画期的な

もの。ただし、土地制度については、徹底的な実務面での陶冶が必要。（第９回・構成

員） 

・マクロ管理とミクロ管理はつながっている。農地の総量確保は食料自給率ありきで、

国が決めたとしても目標が達成できないのは、その地域にとっての望ましい土地利用
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の在り方は別の問題としてしまっているからではないか。一方だけをピンどめして、

その後の制度設計を考えるのではなく、計画論的な調整のシステムを考える必要。（第

９回・構成員） 

・10年後、20年後を見据えて、真に守るべき農地を確保していくためには、市町村が目

標を設定し管理する仕組みを作り、併せて農地転用許可権限を市町村に移譲すべき。

（第 11回・飯田市長） 

・地方六団体提言は、マクロ管理とミクロ管理を個別に提言しているものではなく、マ

クロ管理（における責任）を果たすために、ミクロ管理も市町村長に委ねるべきとい

う主張。耕作放棄地を含めた農地のことを一番理解している市町村が行う方が、より

現実的な運用になるというセット論を提案。ミクロ管理の権限移譲がなぜ駄目なのか、

明確な理由を提示すべき。（第 11回・三条市長、三重県知事） 

→農地転用許可権限を市町村に移譲することは、優良農地の確保を図っていく立場から

懸念がある。農地転用許可事務の実態調査結果を見ると、適正な事務処理の確保が必

要な案件が増加。また、事務処理特例制度を活用した権限移譲の割合が低い都道府県

において、市町村側から、事務負担の増加や専門知識の不足、開発圧力にさらされる

等の懸念が寄せられている。（第 11回・農林水産省） 

 

〔②－ⅱ（マクロ・ミクロ管理の関係）関係〕 

・農地の総量確保（マクロ的な課題）と個別の農地転用権限の実施主体（ミクロ的な課

題）を整理しつつ、両者は連携していると意識することが重要。（第４回・構成員） 

・農地の総量確保と地方分権の視点による転用許可の主体等をどう両立させていくかが

当部会の問題意識。（第５回・構成員） 

・農地転用については、許可基準だけが審査の基準であり、許可基準を守ることが農地

の総量確保に資することはあっても、審査の基準に総量確保が入ってくることはない。

（第７回・構成員） 

・個別の農地転用審査に当たっては、農地の総量確保という観点は直接には入っていな

い。農地転用許可という仕組みを使って総量を確保しているという理屈は、現実的に

は成り立っておらず、個別の農地転用許可については、分権の流れの中で、市町村か

都道府県が担うべき。（第７回・構成員） 

・許可権限の所在や国の関与の在り方は、農地の総量確保には影響しないと考えられる

ことから、事務・権限の移譲、国の関与の縮減を進めるべきではないか。その際に、農

地転用基準の適切な運用をどのように担保するかが課題として残るのではないか。（第

７回・構成員） 

 

③農地転用事務の実施主体の在り方について、どのように考えるか 

ⅰ 農地転用に係る許可権限の実施主体について、どのように考えるか 

ⅱ 権限移譲を進める場合、都道府県と市町村の役割分担について、どのように考

えるか 

ⅲ 条例による事務処理特例制度を活用した都道府県から市町村への権限移譲の
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状況について、どのように評価するか 

ⅳ 都市計画法など他の土地利用法制との関係において、農地に係る地方分権につ

いて、どのように考えるか 

ⅴ 実施主体の在り方を検討するにあたり、農地転用許可基準の明確化と裁量性の

バランスについて、どのように考えるか 

【構成員からの主な意見等】 

〔③－ⅰ（許可権限の実施主体）関係〕 

・着地点としては、農地をはじめとする土地利用の権限は市町村に統合し、そこで総合

的に運用することが望ましい。（第４回・構成員）（再掲） 

・我が国の土地利用に係る法体系は重層的で複雑なものとなっているが、本来、一元的で

総括的な法体系であるべき。なおかつ、なるべく現場に近い市町村が包括的に担うこと

が、効率性や迅速性、更には正確性の面から望ましい。（第４回・構成員）（再掲） 

・個別の農地転用許可については、分権の流れの中で、市町村か都道府県が担うべき。

究極的には、土地利用関係の権限は、基礎自治体が全て担うことが望ましい。（第７回・

構成員） 

・政令市や中核市などに先行して権限移譲を行うこともあり得るのではないか。（第７

回・構成員） 

・４ha超の大臣許可、２ha 超４ha以下に係る大臣協議は廃止し、農地転用許可の権限に

ついては市町村に移譲すべき。〔地方六団体提言〕 

・今回の地方六団体提言は、市町村の積み上げにより農地総量の確保の目標を設定する

とともに、市町村が農地転用許可に係る権限移譲の受け皿になるということであり、

（これまでの）権限移譲の受け皿だけの議論より踏み込んだ提言であると評価。（第８

回・構成員） 

・市町村への権限移譲を考えた場合、能力・体制として受け切れない団体が出てきた場

合の対応について、どのように考えるか。（第８回・構成員） 

→事務処理特例制度により、市町村に権限移譲がなされている。都道府県がマニュアル

の作成や相談体制の整備、研修会の開催等を必要に応じて行うことで、特段の支障は

起きておらず、事務の遂行は十分に可能。それでも受け切れない場合は、今般の改正

地方自治法に基づく事務の代替執行などの制度を適切に活用することにより、地域の

実情に応じて対応していく。（第８回・三重県知事） 

・今回、地方六団体として提言を取りまとめたことは大きな意味を持つものと受け止め

ている。農地転用許可制度について、「見直し方針」に即して引き続き検討していく。

（第９回・農林水産省） 

・個別の農地転用許可の判断は、許可基準に則して厳正に判断する必要があるため、地

元の地権者や進出企業の開発の意向に影響を受けにくい現場と距離を置いた判断がで

きる者が判断をすることが適切。（第９回・農林水産省） 

・有形無形の開発圧力は現場との距離に関係なく生じ得るものであり、市町村は現場に

近いから許可権者として不適切であるという論は、根拠がない。条例による事務処理

特例制度を活用して都道府県から市町村に権限移譲が行われているが、特段の支障な
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く事務を執行。むしろ、現場から距離がある許可権者であるがゆえに、必要以上に事

務処理に時間を要し、弊害となっていることは支障事例からも明らか。（第 11 回・地

方団体） 

→地権者や開発業者からの圧力に直接さらされている点で、市町村は、国や都道府県と

は異なる位置にある。（第 11回・農林水産省） 

・土地利用行政はまちづくりの基本であることから、基礎自治体である市町村が担う方

向で地方分権改革が進められてきたところ。地権者や開発業者を含め、あらゆる主体

からの声に直接さらされるのが市町村行政であり、それがゆえに不適切とは考えてい

ない。（第 11回・地方団体） 

・農地転用許可権限の移譲を更に進める場合、優良農地の保全の観点から、客観的に見

て十分な担保措置を取り得るのかが課題。（第９回・農林水産省） 

・地方六団体提言においては、ブロック単位での国と地方の意見交換の場等を通じ必要

に応じて基準の明確化を図ること、また、市町村農業委員会選任委員の見直しを図る

ことにより、それぞれが責任を持って目標達成のための施策に取り組むことを提言し

ており、こうしたことが客観的な担保措置となる。（第 11回・地方団体） 

→挙げられた担保措置は、効果が必ずしも明確ではない。特に第三者機関による評価は

事後的な措置であるため、優良農地の保全のための担保措置としては、十分ではない。

（第 11回・農林水産省） 

・第三者機関の評価結果は、議会、農業関係者等にも周知されることとなっており、万

が一、法令の基準に違反する運用により確保すべき農地を失うような場合には、社会

的に厳しい批判を受けることとなる。このように、地方六団体提言は、十分な担保措

置かつ農地転用許可制度の適正な執行により、現存する優良農地の保全という視点を

取り入れた仕組みであり、抑止効果のある制度設計。（第 11回・地方団体） 

・農地の開発に当たり、復元する場合の費用も開発段階で担保させるような制度によっ

て、農地が復元困難である点に対する工夫とできないか。（第 11回・構成員） 

→必ずしも費用を負担できる業者による転用案件ばかりではないのではないか。（第 11

回・農林水産省） 

・農地転用許可事務の大部分は地方が担っており、都道府県や市町村が誤りなく執行で

きるよう許可基準を明確に示すというのが、本来の国の役割。わずかな件数しか占め

ていない大臣許可や協議案件に固執する必要はないのではないか。全体の政策効果を

考えると、明確な基準のもとに都道府県等に任せ、国は食料自給率の向上などに取り

組んでいくべき。（第９回・構成員） 

→農地転用許可基準の明確化は、必要に応じ行っていく必要があるが、大臣許可・協議

案件は、面積ベースではそれなりのウェートになっており、決して影響は小さくない。

規模の大きい農地の転用により、優良農地がまとまって失われることから、国の関与

が必要ではないかと考えている。（第９回・農林水産省） 

・農林水産省は、農地転用を判断するに当たって、「現場と距離を置いた判断ができる者

が行うことが適切」としているが、例えば都道府県は、その概念に入っているのか。

（第９回・構成員） 
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→都道府県も含んでいる。その上で、規模の大きなものは、その影響の大きさ等から国

が見るべきと考えている。（第９回・農林水産省） 

・現場から離れた方が適切に判断できるという理屈について、距離を置き過ぎて現場と

乖離した判断をして本当にいいのかという問題がある。（第９回・構成員） 

・件数、面積ベースで僅かであるにも関わらず、大臣許可・協議が必要だとする背景に

は、象徴的に権限を持つことで、国が関与しているという抑制効果を期待しているの

か。（第９回・構成員） 

→特に根拠はなく実務的な感覚になるが、開発者からすれば、身近な自治体よりも国の

方が敷居は高いのではないか。（第９回・農林水産省） 

・国が権限を有していることによる抑制効果について、これを外せば、開発の潜在需要

が出てくるのではないかという懸念について、検証することも必要ではないか。別の

抑止効果についても議論が必要。（第９回・構成員） 

・国が権限を有している方が開発者にとって敷居が高くなるということが実感としてあ

るとしても、国が後ろに控えて物を言うようなシステムがいいとは考えられない。（第

９回・構成員） 

・大規模な開発については、農地がまとまって失われるだけではなく、優良農地が分断

され集団性が失われることにより、スプロール的な開発が進み、優良農地の確保に影

響が出ることを懸念。現状は、国の関与のない範囲で開発面積を抑えようとしている

傾向が見られることから、仮に、２ha超に関する国の関与を廃止した場合、大規模案

件が今より増える懸念。（第 11回・農林水産省） 

・農林水産省は、市町村への権限移譲について懸念しているが、その場合に「客観的に

見て十分な担保措置」というものを具体的にどう考えているのか示すべき。（第９回・

構成員） 

・国が権限を持つことにより抑制効果があるとしても、変化に対する対応が乏しくなる

可能性。条件不利地域は国の関与により、変化に対して対応が遅くなるため、より不

利な条件に追い込まれる。国の重しをかけて、それを恒常的な制度とすることはいか

がなものか。（第９回・構成員） 

・国に任せれば常に抑制的で農地が守れるかというと、必ずしもそうではない。例えば、

リゾート法や国土開発法のときには、国のお墨つきで農地転用が緩和され、開発が進

んだ過去がある。（第９回・構成員） 

・４ha 超の農地転用の扱いについて、象徴的な意味も含め、慎重に議論した方がいい。

（第９回・構成員） 

・今後の人口減少社会に対応したまちづくりを進めるに当たり、土地利用計画に位置付

けを有していない個別の農地転用に係る許可権限の移譲を行うことによっては、優良

農地の確保を図りながら計画的な土地利用を推進する観点からは必ずしも適切に対応

できず、土地利用計画に基づき秩序ある土地利用の確保を担保することが必要。（第 11

回・農林水産省） 

・「土地利用計画に基づき秩序ある土地利用の確保を担保することが必要」との主張につ

いては、許可権者が誰になるかは関係なく、許可基準の中に計画的な土地利用に関す
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ることを規定することにより対応すべきなのではないか。現状では、国許可も計画の

ないところで個別に判断している。（第 11回・構成員） 

→地方側から、まちづくりを進めていく上で重要な要素である農地転用の許可権限を市

町村に移譲すべきとの趣旨の主張があったことを踏まえ、本来、まちづくりを進める

に当たっては、個別の転用許可権限を市町村に降ろすことではなく、優良農地の確保

と計画的な他用途への利用ということを、土地利用計画に基づいて秩序ある形で進め

ることが必要と申し上げたもの。（第 11回・農林水産省） 

・市街化区域の編入には相当の時間がかかるが、そこまで重いものでなくとも、市町村

が何かしらの土地利用計画を作った上で転用を許可していくとの考えなのか。（第 11

回・構成員） 

→転用許可の権限が移譲されれば、一定の計画をもって土地利用を行うのは当然である

が、計画の具体性のレベルについては議論がある。（第 11回・三重県知事） 

・地方創生という重要課題に対応するため、地域再生法改正法案の中で、市町村が策定

する計画に従って行われる農林水産業の６次産業化施設等の整備について、都道府県

知事の計画への同意でもって転用許可とみなすこととしている。この場合、４ha超で

も、都道府県知事の判断で転用可能。（第 11回・農林水産省） 

・地域再生法案改正案では、６次産業化施設を整備する事業を定めた地域再生計画につ

いて「内閣総理大臣の認定」を受けた市町村が、その計画について都道府県知事の同

意を得たとき、特例措置を講ずることができるとされており、国の計画認定が前提と

なっているため、国と地方の役割分担の再構築には到底当たらない。（第 11 回・三重

県知事） 

→国の関与の廃止という観点からすれば、地方分権の考えに即したものには必ずしもな

っていない。地方創生という大きな政策課題に対し、市町村をどう支援できるか真剣

に考えた結果を紹介したもの。（第 11回・農林水産省） 

・市町村への権限移譲に当たって「手挙げ方式」を採用する場合には、事務処理特例制

度との関係を整理する必要があり、農地転用許可権限の客観的な行使を確保するため

の何らかの担保措置を講じることが課題となる。（第 13回・構成員） 

 

※地方六団体提言では、個々の農地転用許可制度（ミクロ管理）の仕組みについては、

地方六団体が一致して、大臣許可・協議を廃止すること、土地利用行政を総合的に担

う観点から、市町村に一括して権限移譲することを提言しており、高く評価。（第 10

回・有識者） 

※既に予想以上に進行してしまっている耕作放棄地の発生抑制・再生施策の重要性につ

いて、農林水産省は、ミクロ管理との兼ね合いで論及することを避けているのはいか

がなものか。（第 10回・有識者） 

※国が一般的なルールで土地利用規制をすることはあり得るが、個々の農地転用にまで、

国の許可を要するという現在の農地転用許可制度は、国際的にみて異常な制度ではな

いか。（第 10回・有識者） 
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〔③－ⅱ（都道府県と市町村の役割分担）関係〕 

・権限を市町村に移譲した場合、都市側からみれば、都道府県の広域調整が必要になる

と考えるが、都道府県は広域調整にどのように関わるべきか。（第８回・構成員） 

→都道府県の広域調整の役割として大きなものは、真に確保すべき農地の範囲をどうす

るかなど目標設定に当たっての調整。個別の農地転用に係る広域調整については、地

域の実情に応じて地域が判断する制度設計とするのがよい。（第８回・三重県知事） 

・市町村への権限移譲を考えた場合、広域調整をどのように設計するかは難しい問題で

はあるが、地方分権の効果の方が弊害よりもはるかに大きい。まずは市町村中心に考

え、小規模市町村などで対応しきれない部分を都道府県が代行するという考え方もあ

る。（第８回・構成員） 

・市町村の意向が尊重されるには、国の関与を廃止し、せめて都道府県に全ての権限を

与えることが前提。その際、市町村への権限移譲に向けて、制度を動かしていくとい

うスタンスが必要。（第８回・構成員） 

 

※現在、区域区分や農業振興地域などの線引きは、基本的には都道府県が行っているが、

都道府県が決めたら、市町村は全て従わなければならない制度がいいかは疑問。都道

府県は基準を策定し、市町村が自ら考えて線引きを行うこととし、それについて、都

道府県と市町村における協議・調整が行われる制度の方が正しいのではないか。（第 10

回・有識者） 

※市町村間の広域的な調整など、都道府県、更には都道府県を越えた圏域での調整の問

題は残るが、市町村が自ら土地利用の計画を作り、都道府県が示したガイドラインに

対して市町村から修正を求めるような仕組みが重要。（第 10回・有識者） 

 

〔③－ⅲ（事務処理特例）関係〕 

・条例による事務処理特例制度によって市町村に権限移譲が進んでいることは是とする。

（第７回・構成員） 

・転用許可権限が、事務処理特例制度により市町村に移っている実態について、農林水産

省としてどのように捉えているのか、好ましくないと考えているのか。（第 11回・構成

員） 

→事務処理特例制度は、地方自治法に基づき、都道府県の判断で市町村との間の合意で事

務処理を移譲しているものであり、国から物を申すことはできない仕組みになっている

と理解。（第 11回・農林水産省） 

・事務処理特例制度を活用した権限移譲の状況について、農地転用許可の移譲を受けてい

ない市町村も多く存在していることに注目すべき。その上で、なぜ農地の場合には移譲

を受けない市町村が多いのかを考えるべき。（第７回・構成員） 

 

〔③－ⅳ（都市計画法など他の土地利用法制との関係）関係〕 

・都市的な土地利用では分権が非常に進んでいる一方、農地の方は都道府県止まりにな

っており、短期的にはこれをどう調整してすり合わせていくか、シームレスに繋いで
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いくかが課題。また、ゾーニングする権者と個別に許認可を行う権者が一致していな

い場合があり、その点を調整していくことも課題。（第４回・構成員） 

・究極的には、土地利用関係の権限は、基礎自治体が全て担うことが望ましい。一気に

そこまでいくかどうかは別としても、関連法律と足並みを揃えるという視点もあり得

るのではないか。（第７回・構成員）（一部再掲） 

・揃って降りていくのが理想的ではあるが、我が国の土地法制度の現状を前提とした場

合、簡単にはいかないところもあるのではないか。（第７回・構成員） 

・都市型の権限と農地の権限の主体が異なっていることが問題であり、市町村に分権し、

権限主体を一致させることが重要。その上で、広域調整の課題に対応することが必要。

（第８回・構成員） 

・都市計画の根幹である都市計画区域の指定、マスタープラン、区域区分の決定等につ

いては、指定都市等を除いて基本的には都道府県知事が担っており、農地転用許可に

ついても、ほとんどは都道府県知事が担っている。（第９回・農林水産省） 

・都市計画決定の多く（約８割）は市町村決定。都市計画制度と対比すれば、農地制度の

課題は、個別の土地利用の許可権限を未だ国にまで残していること。（第 11 回・地方

団体） 

・都市計画決定権限は市町村決定が中心であり、都市計画決定の多くを都道府県が担っ

ているという農林水産省の認識は事実として間違っているのではないか。（第 11 回・

構成員） 

→都市計画区域の指定や都市計画のマスタープランという都市計画の根幹は、基本的に

は都道府県が担っていると認識。（第 11回・農林水産省） 

・農林水産省は、市街化区域編入を解決手法として持ち出すが、むしろ非線引き区域（都

市計画区域しか設定していない区域）において問題が生じている。都市計画の用途さ

え設定すれば開発を認めるという見解に立つのか。（第 11回・構成員） 

→都市計画の対象となっていない地域の取扱いについては、案件に個別に対応していく

しかない。（第 11回・農林水産省） 

・都市計画について、都道府県決定で市町村の利害を間接的にコントロールするのが十

分なのか疑問。市町村がルールの中で的確に判断し、自ら決定する制度とするのが本

筋で、それは農地についても同様。（第９回・構成員） 

 

※第１次・第２次地方分権改革を通じて、土地利用規制関係法令の見直しを行ったが、

都市計画法等の旧建設省関係法令においては、権限移譲がかなり進んだのに対し、農

地法・農振法等の農林水産省関係法令においては、ほとんど進んでいない。（第 10回・

有識者） 

 

〔③－ⅴ（許可基準の明確化と裁量性のバランス）関係〕 

・許可基準が明確であれば、その基準を市町村が的確に運用すればよく、土地利用に係

る許可権限の基本的所在は市町村にまとめて制度として一本化する方向を議論しては

どうか。（第７回・構成員） 
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・転用許可権限をどこが担っても、同じように客観的かつ公正に運用できると実態上も

言えるのか。（第７回・構成員） 

・権限移譲を検討するに当たり、現行制度を前提とすべきか、制度自体を変更する必要

があるのか。農地転用許可基準がはっきりしていれば、誰が許可主体となっても同じ

結論が出るはずであり、裁量性の余地が大きい制度設計を行ったときに初めて、誰が

許可主体となるかというのが重要な意味を持ってくる。（第７回・構成員） 

・許可基準に係る規律密度を高め過ぎてしまうと、誰が許可主体となっても同じであり、

自治体に自由度がない。分権の本旨は、地方が自ら考えて判断することであり、（権限

移譲と同時に）裁量も同時に付与する形でなければ、分権した意味があまりないとい

うことにならないか。（第７回・構成員） 

・（市町村への）移譲に当たっては、今年度からはじまるブロック単位での国と地方の意

見交換を踏まえ、転用基準の更なる明確化等を行うべき。〔地方六団体提言〕 

・知事の農地転用許可について、農林水産省から、「適切な事務の処理の確保が必要と考

えられた案件」が指摘されているが、どう考えるか。（第８回・構成員） 

→農林水産省の指摘では、抽出調査で 12.3％が不適切とのことだが、全国知事会の調査

によれば、添付書類の不備等が大部分を占め、法令の解釈を誤ったものが 0.59％。そ

こについては、地方としても真摯に反省する必要。（第８回・三重県知事） 

・平成 22年の都道府県等の転用許可の実態調査によると、不許可相当のものを許可した

案件は 14件にとどまるものの、許可基準の適用の判断を誤ったのではないかと思われ

るものが 259件に達しており、農地転用許可制度の適正な執行の確保を図る上で課題。

（第９回・農林水産省） 

・農地の今後の在り方を考えて、農地転用許可の権限主体と基準の在り方について、現

行で十二分と考えているのか。（第９回・構成員） 

→農地転用許可制度について、平成 21年の農地法改正で強化が図られ、その評価は難し

いものの、一定の効果はあったことから、今の枠組みが実態に合っていないとは考え

ていない。一方で、今の形を何も見直さないわけではなく、「見直し方針」に即して検

討していく必要があるが、具体的には申し上げられる段階にない。 

食料自給率目標自体をどうするかということを含め、現在、食料・農業・農村基本

計画を見直すプロセスに入っており、それに応じて農地転用制度の在り方等を検討し

ていくこととなる。（第９回・農林水産省） 

→転用許可基準については、政策課題や社会経済情勢を踏まえた不断の検討は必要であ

り、農業の６次産業化推進や再生可能エネルギーの利活用などの課題に対応した見直

しは行ってきているところ。６月に閣議決定した規制改革実施計画等において、植物

工場などに関する転用許可基準の見直しについて触れられており、また、基準の明確

化など、地方から意見を伺いながら検討を進めていく。（第９回・農林水産省） 

・農林水産省が不適切事案と指摘している点について、地方側では、技術的助言である

ことから全て拘束されるものではないと考えているのに対し、農林水産省では、適正

な執行の面で課題があるとしており、見解が分かれている。（第９回・構成員） 

・許可基準を裁量がないような形で明確化できれば、誰が転用許可権者になっても判断

110



は同じであるが、土地利用に関しては、最後は裁量が残る。現状を前提とした場合、

一律に市町村へ任せてよいかは疑問。現行の許可基準が実際にどう運用されているの

かが重要であり、農林水産省が行った実態調査結果について、実際にどれだけ許可基

準から外れた判断がなされたのかを明確にすべき。（第９回・構成員） 

・不適切事案について、それを議論することによって地方分権の大きな流れを止めるこ

とになってはならないが、制度設計に当たって分析してみる必要はある。ミスの可能

性があるならば、チェックシステムを考えればよく、それはいわば詳細設計。まずは、

大臣許可、大臣協議の部分について権限移譲できないのか、更に詰めるべき。（第９回・

構成員） 

・農地転用許可事務の実態調査結果を見ると、適正な事務処理の確保が必要な案件が

年々増加。（第 11回・農林水産省） 

・転用基準については、地方六団体もむしろ厳格化してよいと提言。一方で、転用基準

の細かい要件については、それぞれの地域の実情があることから、各都道府県、市町

村に任せないと、細かいやりとりを巡って膨大な時間がかかることとなり、効果的な

土地利用は難しいのではないか。（第 11回・構成員） 

→全ての基準を文書化するというのは非常に難しいため、極力考え方の大枠を示すよう

にしているが、一方で、基準の明確化を図ってほしいとの意見もある。国と地方が意

見交換する場において議論したい。（第 11回・農林水産省） 

・実態調査の結果、適正な事務処理の確保が必要な案件があったことについて、法令の

解釈の誤り等については真摯に反省をし、今後、改善を図っていく。一方で、法令の

解釈と技術的助言の区分が不明瞭なものもあることから、不適正だと断言するのはい

かがかと考えられるものもあり、地方団体の受け止め方と異なる。（第 11 回・三重県

知事） 

→法令、通知、ホームページにおける説明などを活用して理解してもらえるよう努めて

いるが、より明確化に努めていきたい。（第 11回・農林水産省） 

 

※農業を中心としてまちづくりを行っていく上で、農地転用も視野に入れなければなら

ない。まちづくりと農業の強化というトータルな計画があって、その中で農地転用に

係る権限を基礎自治体等に移譲していくべき。（第７回・有識者） 

※コンパクトシティなどのまちづくりを進める際に、農地転用に多大な時間を要するの

は不合理なので、地方分権を進めるべき。（第７回・有識者） 

※規制というものは、中央から見るのは難しく、現場が分かっている基礎自治体に任せ

るべき。（第７回・有識者） 

 

④国の関与の在り方について、どのように考えるか 

ⅰ ２ha超４ha以下の農地転用に係る大臣協議について、どのように考えるか 

ⅱ ２ha 超４ha 以下の農地転用は、暫定的な法定受託事務として位置付けられて

いることについて、どのように考えるか 

ⅲ 農振法における都道府県基本方針の作成に係る大臣の同意協議、市町村整備計
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画のうち農用地利用計画の作成に係る知事の同意協議について、どのように考え

るか 

【構成員からの主な意見等】 

〔④－ⅰ（大臣協議）関係〕 

・（農地転用に係る分権が進んだ場合でも、）国は農地の確保のための基準等を作る役割

を担うことになるが、具体の基準の当てはめについては、できるだけ国の関与を無く

し、市町村が実施するとともに、域内での当てはめの調整は、市町村における適切な

仕組みによって行うことが望ましい。（第４回・構成員）（再掲） 

・許可権限の所在や国の関与の在り方は、農地の総量確保には影響しないと考えられる

ことから、事務・権限の移譲、国の関与の縮減を進めるべきではないか。その際に、農

地転用基準の適切な運用をどのように担保するかが課題として残るのではないか。（第

７回・構成員）（再掲） 

・４ha超の大臣許可、２ha超４ha以下に係る大臣協議は廃止し、農地転用許可の権限に

ついては市町村に移譲すべき。〔地方六団体提言〕（再掲） 

 

〔④－ⅱ（暫定的な法定受託事務としての位置付け）関係〕 

・２ha 超４ha 以下の農地転用は、平成 10 年の地方分権推進計画において暫定的な法定

受託事務とされてから、相当期間が経ち、農地法についても累次の見直しがなされて

いることも踏まえ、その位置付けを見直すべき。（第５回・構成員） 

 

〔④－ⅲ（都道府県基本計画の大臣同意、農用地利用計画の知事同意）関係〕 

・市町村の農用地区域の設定・変更に係る知事の同意を不要とすべき。一方、「確保すべ

き農用地等の面積の目標」については、市町村と都道府県、都道府県と国が十分に議

論すべき。〔地方六団体提言〕 

 

⑤都道府県農業会議の意見聴取手続きの在り方等について、どのように考えるか 

ⅰ 都道府県農業会議に、農業委員会の意見や都道府県の判断と異なる独自の視点

はあるか 

ⅱ 農業委員会の在り方について、どのように考えるか 

【構成員からの主な意見等】 

〔⑤－ⅰ、ⅱ（都道府県農業会議、農業委員会）関係〕 

・都道府県農業会議に、農業委員会の意見や都道府県の判断と異なる独自の視点がない

のであれば、一律の義務付けは見直すべき。（第６回・構成員） 

・市町村農業委員会選任委員の学識経験者の比率を高めることを可能とすべき。〔地方六

団体提言〕 

・都道府県農業会議への意見聴取については、一律の義務付けを廃止すべき。〔地方六団

体提言〕 

→農業委員会の選任方法や都道府県農業会議の在り方については、本年６月に閣議決定

された規制改革実施計画等において見直しを行うこととされていることから、これと
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併せて検討する必要。（第９回・農林水産省） 

 

※農業委員会の在り方については、規制改革会議で議論されているが、メンバー構成も

変えて、外からの力をもっと活用できるようにすべき。（第７回・有識者）  
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（２）農地の確保のための施策の在り方関係について 

 

【農地の総量確保を図るための仕組み】 

①農地の総量確保に係る現行の仕組みが機能しているかについて、どのように評価

し、総量確保を図るための仕組みについて、どのように考えるか 

ⅰ 総量確保目標と現状に乖離が生じていることについて、どのように考えるか 

ⅱ 国・都道府県の総量確保目標の設定の在り方や目標設定プロセスについて、国

と地方の役割分担の在り方を含め、どのように考えるか 

ⅲ 総量確保目標を達成するための仕組みについて、国と地方の役割分担の在り方

を含め、どのように考えるか 

【構成員からの主な意見等】 

〔①－ⅰ（目標と現状の乖離）関係〕 

・人口減少、超高齢社会の到来を踏まえて、今後の土地利用の在り方を考えるべき。農地

についても、必要とするカロリー量が減少し、確保すべき農地面積も減少するのでは

ないか。（第４回・構成員）（一部再掲） 

・農地の総量確保においては、単にこれまでの農地を守るばかりではなく、宅地から農

地への転用という観点も含めて考える必要。（第４回・構成員） 

・人口減少社会の中では、宅地から農地へという土地利用転換も生じてくることを考慮

しながら、今後の土地利用管理の仕組みを検討していくことが必要。（第４回・構成員） 

・国の基本指針（平成 22年６月）で「確保すべき農用地等の目標面積」が設定されたが、

目標（平成 32年）と現実は既に乖離。〔地方六団体提言〕 

・農振編入・除外は概ね見込みどおりである一方、耕作放棄地の発生は想定以上。〔地方

六団体提言〕 

・平成 21年度農地法改正による転用規制の厳格化のうち、どの改正が効果があったのか。

（第８回・構成員） 

→代表的なものとしては、27号計画の厳格化が挙げられる。（第８回・三重県） 

・農地転用による農地のかい廃は、近年、減少傾向にあるが、依然として耕作放棄地と

並んで、農地減少の主な要因。食料自給率の向上を図るためには、農地転用許可制度

の適正な運用等を通じ、農地面積の減少を抑制していく必要。（第９回・農林水産省） 

・過去に、過度な開発等があったかもしれないが、現在では、それは稀なケースに過ぎ

ず、現実には耕作放棄地の方が圧倒的に地域を荒らしてしまっている。（第 11 回・三

条市長） 

・平成 32年の食料自給率目標 50％は、我が国の持てる資源を全て投入したとき、初めて

可能となる高い目標として設定。「確保すべき農用地等の目標面積」についても、政策

効果を最大限に見込んで、基準年よりも増加する目標としているところ。（第９回・農

林水産省） 

・耕作放棄地の発生は、平成 24 年で国の当初算定の 10 倍超。農地確保の目標設定に当

たっては、国と地方が十分に議論すべきであった。耕作放棄地の発生抑制は、その土

地について最も現場を熟知している市町村の協力なくして、なし得ない。 
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農用地の除外という形で目標から乖離している寄与度は、耕作放棄地による寄与度の

10分の１程度に過ぎないため、その現状を確認する必要がある。（第 11回・三条市長） 

・国の基本指針で「確保すべき農用地等の目標面積」を定めているが、現状と乖離して

いるという（地方六団体の）指摘はそのとおりであり、現状のままで推移すると、目

標達成は厳しいものと認識。（第９回・農林水産省） 

・一方で、全体としてみれば、平成 21年の農地法等の改正において目標設定の仕組みを

設けたことは、一定の効果があったものと考えている。（第９回・農林水産省） 

・農林水産省は、平成 21年の農地法等の改正で目標設定の仕組みを設けたことは、一定

の効果があったとしているが、目標設定の仕組みより、農地転用許可基準の厳格化の

効果の方が大きかったものと認識。（第 11回・地方団体） 

・目標と実態に乖離があることについて農林水産省も認めたが、具体的な理由をどう考

えているか。（第９回・構成員） 

→目標と実態に乖離が生じた要因は、農用地区域からの除外の抑制という効果に加え、

耕作放棄地の発生はほぼ全て抑制、農用地区域内の再生可能な耕作放棄地は全て再生

という政策効果を見込んで、相当高く目標を定めたことにある。（第９回・農林水産省） 

・国から目標を設定すると、政治的要因などにより、逆にブレが出てしまう懸念がある。

地に足のついた目標とするためには、地方と意思疎通を綿密にする必要。（第９回・構

成員） 

 

※地方六団体提言では、農地の総量確保において、目標と現実が大幅に乖離しており、

目標設定に当たって、国と地方の協議が不十分であり、現場において目標が達成すべ

きものと十分意識されていないことを明確に指摘。（第 10回・有識者） 

 

〔①－ⅱ（目標設定の在り方やプロセス）関係〕 

・農地の確保に係る数量目標について、国から地方へ割り当てるような仕組みではなく、

ある種のトップダウンと地方自治体からのボトムアップをどう調和させるのかが、今

後の制度設計のポイントであり、そのような形で分権改革を進めるべき。（第４回・構

成員） 

・今のフレームがどこまで正しいかは別として、現行の総量からスタートして、現在起

きている変化を読み込んで、適正な総量を考えていくという運用をすることが合理的

ではないか。（第７回・構成員） 

・「確保すべき農用地等の面積の目標」については、国、都道府県、市町村が十分に議論

すべき。〔地方六団体提言〕 

・農地の総量確保の目標設定プロセスにおいて、都道府県の目標面積は、設定過程での

国と地方の議論が十分になされなかった結果、地方や現場において、達成すべき目標

と十分意識されず、総量確保の目標は形式化。国指針の目標に準じた増加率とするこ

と等、目標の上積み要請がなされた例あり。〔地方六団体提言〕 

・農地の総量確保の目標が達成困難としている都道府県は、全国で 29団体であり、現場

の実態を踏まえた仕組みへの転換は不可欠。（第 11回・地方団体） 
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・急激な人口減少等社会情勢の変化を考慮し、現実を見据えた合理的な目標を設定すべ

き。〔地方六団体提言〕 

→概ね 10年先を見通した場合、人口が急減するものではないことから、食料消費構造の

変化が、確保すべき農地面積に大きな影響を与えるものではない。食料自給率の向上

が責務である中、長期的な人口減少を理由に、確保すべき農地面積を減少させてもい

いと考えることが適切かは、議論のあるところであり、農地転用許可制度等の適正な

執行によって、現存する優良農地をいかに保全していくかという視点が重要。（第９回・

農林水産省） 

・耕作放棄地の発生抑制、再生などの農地確保の施策効果ごとの目標を設定すべき。〔地

方六団体提言〕 

・市町村が主体的に設定した目標を積み上げ、国、都道府県、市町村が十分議論を尽く

した上で設定すべき。そのために、国と地方の議論が実質的に機能する枠組みを設置

する。その際、地域の実情により、必要に応じて、都道府県は広域的な調整を実施す

る。 

国は、食料安定供給や国土保全等の多面的機能保持の観点から目標を設定し、地方は、

地方の個々の農地や農村の実態を踏まえた目標を設定することとなるが、両者が十分

な議論を行うこと等により、調整すべき。〔地方六団体提言〕 

・国・都道府県のほか、市町村の農振整備計画にも確保すべき農用地区域内農地の目標

面積を明記する。〔地方六団体提言〕 

・国が食料自給率の向上等の観点から考える農地の積み上げと、それぞれの地域で最適

な土地利用を考えて行う積み上げとの間には、乖離が生じると考えられるが、どのよ

うに調整するのか。（第８回・構成員） 

→個々の農地の状況は市町村が精通していることから、目標の積み上げは市町村単位を

ベースとして行うべき。目標の乖離が出た場合には、国と地方で議論を重ね、なお残

る乖離については、地方が農地を確保できるよう、国が施策を更に充実させることに

よって調整。（第８回・三重県知事） 

・乖離が生じた場合、国と地方はどのように協議するのか。（第８回・構成員） 

→地方六団体提言では、国民健康保険制度に係る国と地方の協議の場を例示。法律に基

づくもの又は実質的な協議の場の両方が考えられる。（第８回・事務局） 

・国として自給率をなるべく高めたいという目標は掲げるのはいいが、市町村において、

現状値からはじめて、そこからの変化を目標として設定するという考え方は、現実の

話としては、国の方向性と矛盾しないのではないか。（第８回・構成員） 

・地方六団体提言で肝要なのは、目標を市町村から積み上げ、国と地方が共有できる実

現可能な目標とする部分。現状は、国から一方的に示された数字に合わせる形であり、

地方団体では、実現可能ではない目標と認識されている。市町村においては、あるべ

き農地の目標設定を実際にどのように組み立てていくのか。（第８回・構成員） 

→担い手確保と農地はセットであり、市町村でしっかりと農地の状態を把握しておかな

いと、農村は維持することができない。持続可能な地域であることを示すためにも、

市町村において農地の積み上げは必要。こうした作業を通じて、これまで机上の議論
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であったマクロの農地目標が生きたものになる。（第８回・飯田市長） 

→農地の在り方は、農政や農村振興と連動する。一番身近な農地について、市町村に覚

悟と責任を伴う地方分権を行う必要。（第８回・池田町長） 

・農地の確保に関し、国が一方的に押し付けるのではなく、国と地方が協議しながら、

量的な確保も担保できるような手法が望ましい。（第８回・構成員） 

・（現行の総量確保目標は、）平成 21年の改正農地法等で新たに設けられた仕組みであり、

６か月という短期間での目標設定であったため、国と都道府県との議論が十分に尽く

されたとは言い切れない面もあったと認識。（第９回・農林水産省） 

・食料自給率目標や農地面積の見通しなどの検討に当たっては、国が地方の意見も十分

に踏まえて対応する必要があると考えており、今後、その具体的な方法について検討

していきたい。（第９回・農林水産省） 

・国の目標面積案及び都道府県の目標設定基準案について、都道府県に示し、都道府県

を通じ市町村からも意見を聴き、都道府県と調整を図った上で設定する方向で検討し

たい。（第 11回・農林水産省） 

・市町村の意見を聴くことについて、国がそのまま意見を受け取るのか、あるいは、都

道府県に調整の役割を負わせるのか。また、市町村の意見を反映させる担保をどのよ

うに考えているのか。（第 11回・構成員） 

→都道府県で、可能な限り域内市町村の意見をまとめ、意見を出してもらうことを想定。

また、意見反映の方法については、都道府県との間で個別に調整を図ることを想定。

具体の制度設計については、今後の検討事項。（第 11回・農林水産省） 

・農林水産省からの新たな提案について、国の目標面積を市町村にも意見照会するとし

ているが、各市町村の目標面積が示されなければ、市町村がどのようにコミットすれ

ばいいか疑問。仮に、国が各市町村分を細分化するのであれば、最初から市町村で積

み上げをさせてほしい。（第 11回・三条市長） 

→制度詳細は検討中だが、都道府県が調整することを想定しているため、都道府県で工

夫してもらう余地があるのではないか。（第 11回・農林水産省） 

・市町村が主体的に設定した目標の積み上げを基本とすることについては、国が定める

食料自給率目標を達成するために必要な農地の確保という観点からすれば、十分適合

した枠組みとは言い難いのではないか。また、地権者や進出企業の意向を踏まえた場

合に、国の目標面積まで積み上がらないおそれ。（第９回・農林水産省） 

・地方六団体提言は、市町村が主体的に設定した目標を単純にそのまま国の目標にする

ことを求めているのではなく、国と地方が責任を共有しながら十分に議論を尽くし、

調整を行う新たな枠組みを提案。具体のプロセスは、①市町村は個々の農地や農村の

実態を踏まえて目標の案を提示、②国は食料の安定供給等の観点で目標の案を提示、

③国と地方が目標について議論、④乖離がある場合、国の施策の更なる充実を地方に

提示し、その施策効果によって国が必要と考える農地の確保を図るというもの。（第 11

回・地方団体） 

・市町村が目標設定をし、積み上げることについて、相当な覚悟を持ってこれを主張。

目標達成ができない市町村には、ペナルティを課すべきであるとの考え方も持ってい
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る。（第 11回・飯田市長） 

・農用地区域の設定は法令に則って実施するもので、地権者や進出企業の意向を踏まえ

た場合に国の目標まで積み上がらないとする懸念は当たらない。（第 11回・地方団体） 

→地権者や進出企業の意向、自治体の開発期待等の反映により、開発需要を大きく見込

んだ目標面積が設定されるおそれ。（第 11回・農林水産省） 

・農用地区域の設定は、基本的にどれだけ食料を守るかということを中心に判断されて

いると思うが、（農地確保の面積目標の積み上げに当たって、）農林水産省としては、

開発動向を根拠に農地転用許可の推移を予測することになっているのか。（第 11 回・

構成員） 

→農地確保の面積目標の設定に当たっては、「すう勢」に加えて「施策効果」を織り込ん

で見込むこととなっており、その中では、開発需要の予測も加味される。（第 11 回・

農林水産省） 

・国、都道府県、市町村の調整過程をどうデザインすべきか、農林水産省から積極的な

提案が聞きたい。地方六団体提言について「十分に適合した枠組みとは言い難い」と

していることについて、具体的に何に対する指摘なのか。ボトムアップという枠組み

自体がまずいのか、ボトムアップとトップダウンの調整の具体像がまずいのか。（第９

回・構成員） 

→調整のプロセスについて、問題意識は持っているが、具体的に考えを申し上げる段階

にはまだない。 

食料自給率目標を達成していくために、国として確保すべき農地の目標をまず定める

という観点に立っているため、まずは国が目標を責任持って算定する必要。市町村か

らのボトムアップを行った場合に、何を達成するための目標なのかはっきりしない。

ただし、すり合わせることは重要であり、十分な意見交換をし、調整を図っていくと

いうプロセスは必要。（第９回・農林水産省） 

・総量確保目標の設定において、トップダウン方式だけではうまくいかないことから、

ボトムアップ的な要素も必要。問題は、乖離が生じた場合の調整の仕方であり、農林

水産省は、どのようなスキームで地方と調整を行うのか示すべき。（第９回・構成員） 

→乖離が生じた場合の調整の仕方については、検討課題としたい。（第９回・農林水産省） 

・農林水産省と地方六団体の主張にそれほど差はないという印象。地方六団体提言は、

市町村から積み上げた目標をそのまま国の目標とすると言っているわけではなく、積

み上げを踏まえて、国と地方でしっかり議論してほしいとの主張。農林水産省も、地

方の意見を十分踏まえて対応するとしている以上、市町村からの積み上げは必要では

ないか。国だけが責任を負うのではなく、地方と協働し、責任を分担することが重要。

（第９回・構成員） 

→現場の考えを踏まえるため、地方で積み上げること自体を否定しているものではなく、

制度論としてその積み上げを基本とするのはいかがかということ。国が食料自給率目

標達成のために必要な農地を目標として定めることが基本であるが、それが絵に描い

た餅で終わっては仕方がないため、現実に実行してもらうために都道府県、市町村の

意見を十分に踏まえる必要。（第９回・農林水産省） 
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・カロリーベースの食料自給率目標で土地利用の総面積をコントロールしていけるのか。

そのような農地の必要な総量について、市町村や都道府県が納得するものを出せるの

か疑問。別の観点で農地のコントロールを考え、基準の見直しから根本的に考える必

要。（第９回・構成員） 

→食料自給率目標の在り方自体、現在、議論の対象になっているが、自給率目標を計算

する過程では、農地面積と利用率が不可欠の要素。（第９回・農林水産省） 

・農地の総量確保プロセスについては、国と地方で接点があるのではないか。国と都道

府県、市町村が共有できない目標を設定しても意味がなく、共有できるような目標づ

くりについて、知恵を絞って着地点を見つけるべき。（第９回・構成員） 

 

※地方六団体提言では、真に守るべき農用地等を確保する必要性は、国、地方共通の認

識とし、これからの農地の総量確保（マクロ管理）は、現実を見据えた目標管理、根拠

のある目標管理、納得感のある目標管理、実行力のある目標管理でなければならない

ため、市町村が主体的に設定した目標の積み上げを基本として、国、都道府県、市町

村が議論を尽くした上で、目標を設定するという新しいマクロ管理の仕組みの導入を

提言しており、画期的と高く評価。（第 10回・有識者） 

※マクロ管理において、国が設定するトップダウンの目標値と、市町村が主体的に設定

するボトムアップの目標値を突き合わせ、国、都道府県、市町村の間で協議し調整す

るという方向性については、国と地方の意見は近づいている。具体的な協議の仕組み

を設計することにより、共通の理解が得られるのではないか。（第 10回・有識者） 

※農林水産省が、「市町村目標を達成するための具体的な担保措置が必ずしも明らかでな

い」としていることについて、地方は、国が設定する目標を達成しようとすれば、達

成できる手段を国の施策として展開する必要がある旨を指摘しているのであり、この

「具体的な担保措置」は農林水産省が考案すべき。（第 10回・有識者） 

※農林水産省においては、概ね 10年先を見通した場合、人口減が農地の総量確保に与え

る影響は大きくないとしているが、それ以降の人口減は極めて急激であると推計され

ており、今回の農地の総量確保の議論に当たっても十分に考慮すべきではないか。（第

10回・有識者） 

 

〔①－ⅲ（目標達成のための仕組み）関係〕 

・国・都道府県・市町村における「実行計画」を策定するとともに、計画実施状況等の第

三者機関による事後評価を実施すべき。〔地方六団体提言〕 

・条件不利農地については、地域の実情を十分勘案すべき。〔地方六団体提言〕 

・現状の目標値が自治体間でどれだけ尊重されているかという実態を踏まえる必要があ

り、今後の目標設定に当たり、国と地方間で合意して設定される目標であれば、自治

体は今より責任と義務について意識せざるを得ない。（第８回・構成員） 

・地方六団体提言における第三者機関が事後評価する仕組みについては、１つの方法で

はあるものの、市町村目標を達成するための具体的な担保措置が必ずしも明確ではな

い。事後的な是正措置よりも、現存する優良農地の保全を、農地転用許可制度等の適
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正な執行によって確保するという視点が重要。（第９回・農林水産省） 

・地方六団体提言では、現行制度の達成状況の公表や是正の要求に加えて、国・都道府

県・市町村それぞれが実行計画を策定し、それを議会にも住民にも公表。その上で、

農地の確保状況について、専門家で構成される第三者機関による評価を地域の実情に

踏まえながら行い、その結果はその後の施策に反映していく。このように具体的な担

保措置は明確であり、現行制度よりも実効性のある目標管理。（第 11回・地方団体） 

→農用地区域編入、耕作放棄地の発生抑制・再生等の施策については、第三者機関によ

る評価も有効な面があると考えるが、一方で、転用による農地のかい廃は、農地の復

元に相当の困難を伴うことから、第三者機関の評価による事後的な措置では、優良農

地保全の担保措置としては十分とは言えない。（第 11回・農林水産省） 

・農林水産省において、国と地方の協議の場における合意事項に、農地の総量目標を設

定することを考えているのか。（第 11回・構成員） 

→国と地方が定期的に意見交換する場においては、目標の執行管理について意見交換を

行っていきたい。（第 11回・農林水産省） 

 

※農地の総量確保よりも、良質な農地をしっかり耕作することが重要。（第７回・有識者） 

※地球温暖化に適応するため、今後、品種改良や転作の必要性が生じてくることとなり、

確保すべき農地が地域によって変わってくるのではないか。（第 10回・有識者） 

 

【農地の有効利用等に資する施策】 

②担い手への農地集積や耕作放棄地対策など農地の有効利用等に資する施策の在り

方について、どのように考えるか 

ⅰ 現状の施策について、どのように考えるか 

ⅱ 農地中間管理機構の活用や耕作放棄地対策の充実など、今後強化すべき施策に

ついて、どのように考えるか 

ⅲ 農地の確保や農地制度における地方分権との関わりの中で、どのように考え 

るか 

【構成員からの主な意見等】 

〔②－ⅰ（現状の施策）関係〕 

・食料自給率に基づいた農業振興政策は、平野の水田地帯が基準となっている。中山間

などの条件不利地域のような、様々な地域の実情に応じた政策をきめ細かく組み上げ

られていくことが必要。（第８回・飯田市長） 

・中山間地域における定住を促すための土地の確保は、権限移譲が行われないと対応で

きないのか、転用基準を変えることで対応できるのか。（第８回・構成員） 

→市町村に権限移譲し、中山間地域の振興をしっかり行っていくことが重要。（第８回・

飯田市長） 

 

〔②－ⅱ（今後強化すべき施策）関係〕 

・農地確保の在り方の制度設計に当たって、農地中間管理機構がうまく機能することに
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依拠することは慎重であるべきではないか。（第７回・構成員） 

・農地において農業が力強く営まれるために、国は、農地の確保に資する制度の枠組み

づくりを行い、地方は、農地中間管理機構の活用をはじめ、担い手への農地の集積・

集約化、耕作放棄地対策などの具体の施策を推進し、農地確保に資する国・地方の施

策の充実に取り組むべき。〔地方六団体提言〕 

・条件不利農地など、地域によって農地は多様であることへの配慮が必要。〔地方六団体

提言〕 

・地方六団体提言では、農地転用は年 1.1万 haであるのに対し、耕作放棄地は 40万 ha

あり、圧倒的なボリューム感。耕作放棄地をどうするのかも議論の中に入れていくこ

とが必要。（第８回・構成員） 

・耕作放棄地の中で、通常の農地に戻すべきものと、農地として維持するのが不適切で

難しいものをうまく切り分けられるかが課題。（第８回・構成員） 

・農地転用した分、耕作放棄地の再生をすればいいとの考えは、転用需要は平場の優良

農地が多い一方、耕作放棄地は転用地としても不向きなところが多いため、結果とし

て、優良農地が失われることになるのではないか。その際、一旦転用された農地は元

には戻らないという不可逆性も念頭に置く必要。（第８回・構成員） 

・（地方六団体提言の中で）耕作放棄地面積が 40万 ha、それに対して農地転用面積が１

万 haという表記があるが、耕作放棄地面積はストックベースであるのに対し、農地転

用面積は年間の発生面積。これを比較して耕作放棄地に比べて農地転用はさほどでも

ないという認識であるとすれば、いかがなものか。耕作放棄地の多くは生産力の低い

農地で発生するのに対して、転用需要は優良農地に向かいがちだということにも留意

する必要。（第９回・農林水産省） 

→耕作放棄地は政策努力によってある程度回復できる土地である一方、転用された土地

は基本的に元に戻すことができない。政策の対象として考えた場合、地方六団体の数

字も意味があるのではないか。（第９回・構成員） 

→政策の対象として捉えた場合は指摘のとおりであるが、農地の減少要因で見た場合、

毎年の耕作放棄地と農地転用の発生はほぼ同じウェート。（第９回・農林水産省） 

・中山間地域等の条件不利地域の農地については、様々な施策を講ずることにより、農

業上の有効利用や農業の６次産業化への活用を図ることが基本。農業的利用が困難な

農地は、非農業的利用に供することも含め、計画的な利用を促進する必要。（第９回・

農林水産省） 

・耕作放棄地対策については、政府としても重要な課題として認識。必要な予算措置を

講じ、また、昨年の農地法等の改正により、農地中間管理機構を創設し、機構は耕作

放棄地を借り入れて整備し、貸し付けることを念頭に制度改正を行った。併せて、耕

作放棄地の解消のための手続きを大幅に簡素化。（第 11回・農林水産省） 

 

※耕作放棄地をはじめ農地を集約し、生産性を上げていく観点から、農地中間管理機構

を活用することとしている。今後、農地の拡大を図りながら、まちづくりを「併せ持

って」考えていくべき。（第７回・有識者）  
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（３）土地利用法制の在り方について 

 

①総合的なまちづくりを進める観点から、各種の土地利用法制（※）における基礎自

治体の権限について、どのように考えるか 

（※農地法等：農地転用許可等、都市計画法：開発許可等、森林法：林地開発許可等） 

【構成員からの主な意見等】 

・都市的な土地利用では分権が非常に進んでいる一方、農地の方は都道府県止まりにな

っており、短期的にはこれをどう調整してすり合わせていくか、シームレスに繋いで

いくかが課題。（第４回・構成員）（再掲） 

・着地点としては、農地をはじめとする土地利用の権限は市町村に統合し、そこで総合

的に運用することが望ましい。（第４回・構成員）（再掲） 

・我が国の土地利用に係る法体系は重層的で複雑なものとなっているが、本来、一元的で

総括的な法体系であるべき。なおかつ、なるべく現場に近い市町村が包括的に担うこと

が、効率性や迅速性、更には正確性の面から望ましい。（第４回・構成員）（再掲） 

・究極的には、土地利用関係の権限は、基礎自治体が全て担うことが望ましい。一気に

そこまでいくかどうかは別としても、関連法律と足並みを揃えるという視点もあり得

るのではないか。（第７回・構成員）（一部再掲） 

・農地転用をした後にその土地を都市的利用する場合、農地の側からの判断と都市の側

からの判断が別個に行われ、その調整がなされる法的な仕組みがないこと、また、そ

の際に、広域的視点が欠けていることが問題。（第８回・構成員） 

・農地について、量の話ばかりではなく、それぞれの地域における農地の質の面に着目

することが必要。その上で、農業、まちづくり、国土保全をはじめとした全ての観点

から、各地域の実情に応じた最適な土地利用はどうあるべきかについて、市町村が考

え、国と地域の間で約束関係を築くことが必要。（第８回・構成員） 

・農地については、質の問題も重要だが、必要な量を確保することが重要。（第８回・構

成員） 

 

②中長期的に、土地利用法制を統合することについてどのように考えるか 

【構成員からの主な意見等】 

・都市と農村の土地利用に係る法体系を統合し、一元的な主体として基礎的な自治体で

ある市町村が管理するというのが大きな流れであり、中長期的にその方向に進むべき。

（第４回・構成員）（再掲） 

・許可基準が明確であれば、その基準を市町村が的確に運用すればよく、土地利用に係

る許可権限の基本的所在は市町村にまとめて制度として一本化する方向を議論しては

どうか。（第７回・構成員）（再掲） 

・我が国の土地利用法制の現状を前提とした場合、一元化の議論はよほど腰を据えて行

わないと困難ではないか。（第７回・構成員） 

・中長期的に、市町村が土地利用を総合的に担う場合、土地利用規制のない、いわゆる

白地に対する規制の在り方を考える必要。（第８回・構成員） 
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・土地利用に関する権限を一元化した上で、開発不自由を原則とし、いわゆる白地も含

めて市町村の管理下に置くということが実現されるならば、農地転用権限を市町村に

移譲することも考えられる。（第８回・構成員） 

・将来的な話として、土地利用に関する権限を一元化して、いわゆる白地も含めて市町

村が管理するということであれば、農地転用権限も移譲できるが、それができないう

ちは、市町村への分権は難しい。（第８回・構成員） 

 

※市町村は、土地利用に関する計画を策定し、それに基づいて土地の開発行為・建築行

為等を規制する権限を一括して基礎自治体が担うことを目的とし、都市計画法、建築

基準法、景観法、農地法、農振法、森林法等の全面改正と新たな統一的な都市農村計

画法（仮称）の制定を求める運動を起こすべきである。それを究極の目標として、一

歩ずつ近づけていくとともに、市町村は権限を担った際の運営の在り方を今から真剣

に考えるべき。（第 10回・有識者）(再掲) 

※都市農村計画法（仮称）は、いわゆる白地地域を含めた全ての土地について、基礎自

治体が土地利用計画を作り、その計画に基づいて規制するという法体系を理想として

いる。（第 10回・有識者） 
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主な論点に係るこれまでの議論や意見等 

（１）①関係（農地制度等における地方分権の意義） 

農地・農村部会（平成 25 年 11 月 28 日報告書）抄 

・本格的な人口減少社会の到来など社会情勢が変化する中にあって、今後のまちづくりに当

たっては、農地をはじめとした非都市的な利用と都市的な利用を含め、総合的な視点で土

地利用を捉えていくことが一層重要 

・地方分権の取組を進め、地方が農地を含めた土地利用に関して権限と責任を担うことは、

土地の有効活用や農地を農地として適正に確保していくことに資するものであり、･･･地

域の実情に応じた総合的なまちづくりが可能となる･･･事務手続きの迅速化が図られるこ

とにより、より機動的にまちづくりのニーズに対処することが可能となる 

（１）②関係（農地の総量確保を図るための仕組みとの関わり） 

農地・農村部会（平成 25 年 11 月 28 日報告書）抄 

・国は、食料自給率の向上の観点から、農地の総量確保の仕組みをしっかりと構築すること

などに責任を持つ一方、地方はその具体の執行や管理を担うこととし、個別の農地転用等

に係る事務・権限についても、地方への権限移譲等を進めていくことが望ましい 

（１）③関係（農地転用の実施主体の在り方） 

（１）④関係（国の関与の在り方） 

（１）⑤関係（都道府県農業会議の意見聴取手続きの在り方） 

農地・農村部会（平成 25 年 11 月 28 日報告書）抄 

・農地転用に係る事務・権限については地方（最終的には市町村）に移譲を進める 

・条例による事務処理特例制度の活用により農地転用に係る事務・権限についても都道府 

県から市町村への分権が進んでいることを積極的に評価すべきではないかとの指摘 

・国の関与（２ha 超４ha 以下の農地転用に係る大臣協議）については、これを廃止してい

くべき 

・都道府県農業会議の意見聴取手続きについて、その在り方を見直すべきではないかとの指摘 

全国知事会（平成 25 年７月９日決定「地方分権改革の推進について」）抄 

・実情を把握する地方が事務を行うことで、地域における農業の事情とスピードを重視する

企業のニーズに対応しながら、優良農地の確保と地域経済の活性化の両立が可能となるこ

とから、農地転用に関する事務・権限を移譲すること。 

・平成 21 年に施行された改正農地法附則の規定に基づく農地法見直しに際しては、地方と

の協議を十分行うこと。 

・農地転用など土地利用規制に関する同意・協議については、これを廃止することにより、

地域における機動的かつ効果的な政策展開が可能となり、地域経済の成長にも資するもの

であることから、優先的に見直しを進めること。 
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全国市長会 

・農地転用許可権限、農業振興地域の指定・変更等権限を市に移譲するとともに、農用地利

用計画に係る都道府県との同意・協議を廃止することにより、それぞれの地域において、

農業と工業、市街地のバランスある地域独自の土地利用が促進されるとともに、生産性の

高い農業と産業の集積の実現による地域振興を図ることができる。また、耕作放棄地とな

るリスクの低減、違法転用の解消、さらには企業の海外移転等による産業の空洞化の防止、

地域における雇用の創出や企業誘致による自主財源の確保等、地域経済の活性化を図るこ

とができるようになる。（平成 25 年７月 10 日決定「地域の元気創造・活性化のために～

地域が元気になるための権限移譲、義務付け・枠付けの見直し～」）抄 

・農地転用許可事務に係る都道府県農業会議への諮問を、不要とするよう必要な措置を講じ

ること。（平成 20 年 11 月決定「農業の振興に関する要望」）抄 

 

全国町村会（平成 25 年７月４日決定「平成 26 年度政府予算編成及び施策に関する要望」）抄 

・優良農地の確保と有効利用の促進にあたっては、地域の実態に応じた土地利用がはかられ

るよう、土地利用にかかる権限を町村に移譲すること。 

・都道府県農業会議の意見聴取の義務付けを見直すこと。 

 

 

 農林水産省（「国から地方への事務・権限の移譲等に関する各府省の回答の概要等（報告）」（平

成 25 年５月 15 日内閣府地方分権改革推進室）抄 

・農地は、国民に対する食料供給のための生産基盤であり、国土保全等の多面的機能を果た

している、有限で貴重な資源。農地が存在する生産地と食料の供給先である消費地は一都

道府県内等では完結せず、優良農地を確保していくことは国の責務。 

・規模の大きな農地の転用許可については、農地がまとまって失われるだけでなく、集団的

な優良農地において、周辺農地の無秩序な開発を招くおそれがあるなど影響が大きく、国

レベルの視点に立った判断を行うことが必要。 

・ 産業競争力会議において、「攻めの農業」を進める上で、「農地のフル活用」や「食料自

給力の向上」（農地の確保）を目指すことで一致がみられているところ。 

・ 転用許可実績をみると、都道府県によるものが件数ベースで全体の 99.9％（面積ベース

で 94.9％）を占め、ごくわずかだが、強い農業づくりの基盤となる規模の大きな農地の転

用許可に限って国が関わることとしているところ。 

・平成 21 年の農地法等の一部を改正する法律附則第 19 条第４項において、同法施行後５年

（平成 26 年）を目途として、農地転用事務の実施主体の在り方、農地の確保のための施

策の在り方等について検討することとされているところ。 
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農地転用許可の状況（平成２３年）

（農地・農村部会 農林水産省提出資料により内閣府作成）
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い
集
団
的
な
優
良
農
地
の
確
保
を
図
る
た
め
、
農
用
地
区
域
に
含
め
る

べ
き

土
地

の
集

団
性

基
準

を
２

０
ha

 以
上

か
ら

１
０

ha
以

上
に

引
き

下
げ

。
（

平
成

２
２

年
６

月
１
日

よ
り

施
行
）

①
農
用
地
区
域
へ
の
編
入
の
促
進
（
政
令
改
正
）

ア
対

象
施

設
を

、
当

該
農

業
振

興
地

域
の

特
性

に
応

じ
た

農
業

の
振

興
を

図
る

た
め

に
必

要

な
施

設
に

限
定

。

イ
効

率
的

か
つ

安
定

的
な

農
業

経
営

を
営

む
者

に
対

す
る

農
用

地
の

利
用

集
積

に
支

障
を

及
ぼ

す
お

そ
れ

が
あ

る
場

合
に

は
、

除
外

不
可

。
ウ

国
の

補
助

等
に

よ
る

農
用

地
の

区
画

整
理

等
の

面
的

整
備

事
業

が
完

了
後

８
年

を
経

過
し

て
い

な
い

土
地

は
、

除
外

不
可

。
エ

市
町

村
が

27
号

計
画

に
従

っ
て

地
域

の
農

業
の

振
興

が
図

ら
れ

て
い

る
か

否
か

を
定

期
的

に
検

証
。

※
施

行
日

（
H

21
年

12
月

15
日

）
ま

で
に

、
「

27
号

計
画

」
に

基
づ

く
施

設
に

つ
い

て
の

農
振

整
備

計
画

の
変

更
の
公

告
（

農
振

法
第

11
条
第
１
項
）
が
な
さ
れ
て
い
る
と
き

は
、
改
正
前
の
規
定
を
適
用
。

②
「

27
号
計
画
」
に
よ
る
農
用
地
区
域
か
ら
の
除
外
の
厳
格
化

(省
令
改
正

)

農
業

振
興

地
域

制
度

の
改

正
（

平
成

２
１

年
度

制
度

改
正

）
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北 海 道 1,111.4 1.5 ▲ 0.5 2.0 滋　　賀 50.7 0.0 ▲ 0.1 0.1

青　　森 134.5 0.0 ▲ 0.5 0.5 京　　都 23.3 ▲ 0.2 ▲ 0.3 0.1

岩　　手 152.3 － － － 大　　阪 4.6 ▲ 0.0 ▲ 0.0 0.0

宮　　城 113.4 － － － 兵　　庫 62.1 ▲ 0.0 ▲ 0.2 0.1

秋　　田 143.2 0.1 ▲ 0.2 0.3 奈　　良 15.9 ▲ 0.0 ▲ 0.2 0.1

山　　形 122.0 0.0 ▲ 0.1 0.1 和 歌 山 30.5 ▲ 0.4 ▲ 0.5 0.1

福　　島 138.2 ー ー ー 鳥　　取 31.1 ▲ 0.2 ▲ 0.5 0.3

茨　　城 126.5 0.2 ▲ 0.8 1.0 島　　根 38.0 ▲ 0.3 ▲ 0.4 0.2

栃　　木 101.2 ▲ 0.0 ▲ 0.4 0.4 岡　　山 56.2 ▲ 1.1 ▲ 1.5 0.3

群　　馬 61.6 0.2 ▲ 0.4 0.6 広　　島 48.0 ▲ 3.0 ▲ 3.5 0.4

埼　　玉 64.1 0.1 ▲ 0.2 0.3 山　　口 40.2 ▲ 0.8 ▲ 1.0 0.3

千　　葉 96.7 ▲ 0.0 ▲ 0.4 0.4 徳　　島 28.7 ▲ 1.6 ▲ 1.6 0.1

東　　京 1.9 0.1 ▲ 0.0 0.2 香　　川 26.4 ▲ 0.8 ▲ 1.7 0.9

神 奈 川 10.5 0.0 ▲ 0.1 0.1 愛　　媛 44.5 0.2 ▲ 0.3 0.4

山　　梨 23.3 ▲ 0.5 ▲ 0.7 0.3 高　　知 28.7 ▲ 1.6 ▲ 1.8 0.2

長　　野 94.1 ▲ 0.3 ▲ 0.9 0.5 福　　岡 71.6 0.0 ▲ 0.2 0.2

静　　岡 56.9 0.1 ▲ 0.4 0.5 佐　　賀 55.7 1.8 ▲ 0.6 2.5

新　　潟 165.8 ▲ 0.0 ▲ 0.1 0.1 長　　崎 43.6 ▲ 0.2 ▲ 0.9 0.7

富　　山 55.8 ▲ 0.0 ▲ 0.0 0.0 熊　　本 92.6 ▲ 0.2 ▲ 0.4 0.3

石　　川 38.7 ▲ 0.1 ▲ 0.3 0.2 大　　分 54.2 ▲ 0.7 ▲ 0.8 0.2

福　　井 38.2 ▲ 0.0 ▲ 0.1 0.1 宮　　崎 62.4 0.9 ▲ 0.3 1.2

岐　　阜 44.4 ▲ 0.0 ▲ 0.2 0.1 鹿 児 島 103.0 0.2 ▲ 0.5 0.8

愛　　知 58.9 ▲ 0.8 ▲ 1.2 0.3 沖　　縄 37.0 ▲ 0.1 ▲ 0.5 0.4

三　　重 53.3 0.1 ▲ 0.2 0.2 全　　国 4,056.1 － － －

被災３県除き 3,652.1 ▲ 7.3 ▲ 25.6 18.4

農林水産省農村振興局農村計画課調べ
※　全国計の増減は、被災３県を除き算出している。
※　東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により避難指示のあった福島県の９町村については、平成21年

　の農地面積からこれまでの農用地区域の除外・編入手続きを行った面積を踏まえ算出している。

※　四捨五入の関係で計が一致しない場合がある。

※　平成22年の「基本指針」における平成32年時点で確保すべき農用地区域内の農地面積の目標は415万ha。

（参考）

平成24年の農用地区域内の農地面積
（平成24年12月１日現在）

（単位：千ha）

対前年
増減

除外等 編入等
対前年
増減

H24年
農地面積

（参考）

除外等 編入等
H24年

農地面積
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農地転用の許可に係る事務・権限の地方への移譲をめぐる経緯等 

 

①地方分権推進委員会第１次勧告（平成８年 12月 20日）を踏まえた事務・権限の移譲 

○平成 10年農地法改正前の許可権者 

 ２ha 以下の農地転用：都道府県知事（機関委任事務） 

 ２ha を超える農地転用：国が直接実施 

○平成 10年農地法改正（平成 10 年 11月１日施行）以後、現在までの許可権者 

 ２ha 以下の農地転用：都道府県知事（法定受託事務）（平成 13年３月１日から自治事務化） 

  ２haを超え４ha までの農地転用：都道府県知事（法定受託事務）（国に協議） 

 ４ha を超える農地転用：国が直接実施 

 

 

 

②地方分権改革推進委員会 第１次勧告（平成 20年５月 28日） 

第２章 重点行政分野の抜本的見直し 
（２）まちづくり分野関係 
【土地利用（開発・保全）】 

（略） 
農地開発による面積の増加が見込めず、かつ、一度転用された農地は回復が困難であること

から、今後とも農地面積の減少が見込まれる。一方、我が国の食料自給率は主要先進国のなか

で最低水準となっており、将来にわたって国民の食料を安定的に供給するため、農地及び優良

農地の確保対策を含め農地政策の抜本的見直しが求められている。平成 20 年度内に予定され

ている農業振興地域制度及び農地制度の改革にあたっては、下記勧告を踏まえ、取りまとめを

行うべきである。 
（中略） 

また、農地及び森林に係る政策や施策の見直しにあたっては、国は農地や森林の総量を確保

する新たな仕組みを構築すべきであり、個別の土地の開発と保全に国がかかわっている農地転

用、保安林については、国の権限の移譲、国の関与の廃止・縮小をはかるべきである。なお、

農地の公共転用について規制を強化する場合でも、個別の許可に国がかかわらないこととすべ

きである。 

（農地） 
○ 将来にわたって国民の食料を安定的に供給するため、平成 20 年度内に予定されている農業振

興地域制度及び農地制度の改革において、農地及び優良農地の総量を確保する新たな仕組みを

構築したうえで、次のとおり見直すこととする。 
・ 農地転用に係る国の許可権限を都道府県に移譲するとともに、国との協議を廃止する。 
・ 都道府県の許可権限（権利移動及び２ha以下の転用）を市に移譲する。 
・ 都道府県が定める農業振興地域整備基本方針に係る国との同意を要する協議については、

同意を廃止する。 
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③地方分権改革推進要綱（第１次）（平成 20年６月 20日地方分権改革推進本部決定） 

第２ 地方分権のための制度・運営の改革の推進 
１ 重点行政分野の抜本的見直し 
（２）地域づくり分野関係 
【土地利用（開発・保全）】 
（農地） 
○ 平成 20年秋に予定されている農業振興地域及び農地制度の改革に当たって、農地転用許可

制度や都道府県と国との協議の在り方については、制度のこれまでの運用状況を検証し国と

地方の役割分担を明確にしつつ、国民への食料の安定供給の確保を旨とし、農地の保全確保

を図るための国と地方公共団体との合意形成プロセスの整備を含めて、第１次勧告の方向に

より検討を行う。                          〔農林水産省〕 
 
 
 

④地方分権改革推進委員会 第２次勧告（平成 20年 12月８日） 

別紙２ 個別出先機関の事務・権限の見直し事項一覧表 
事務・権限 見直しの内容 

農業振興地域の整備に関する法

律、優良田園住宅建設促進法等に

基づく地方自治体から国への協議

等 

次期通常国会に提出予定の農地政策関連法案において農

地の総量を確保する新たな仕組みを構築した上で、農地確

保施策の実施状況を踏まえ、第１次勧告で示された農地転

用許可権限等の移譲など、国と地方の役割分担の見直しを

行う。【第１次勧告関連事項】 農地の転用に関する事務 
 
 
 

⑤出先機関改革に係る工程表（平成 21年３月 24日地方分権改革推進本部決定） 

別紙 
事務・権限 見直しの内容 

農業振興地域の整備に関する法

律、優良田園住宅建設促進法等に

基づく地方公共団体から国への協

議等 

第 171 回通常国会に提出した農地法等の一部を改正する

法律案により、農地の総量を確保する新たな仕組みを構築

した上で、農地確保施策の実施状況を踏まえ、第１次勧告

で示された農地転用許可権限等の移譲など、国と地方の役

割分担の見直しを行う。 
【地方分権改革推進要綱（第１次）関連】 

農地の転用に関する事務 
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事務・権限の移譲等に関する見直し方針について

◎「事務・権限の移譲等に関する見直し方針について」（平成25年12月20日閣議決定）（抄）

２ 国から地方公共団体への事務・権限の移譲等に関する見直し

(3) 農地法（昭27法229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）

(i) 農地転用に係る事務・権限等については、以下の方向で検討等を行う。

農地転用に係る事務・権限については、地方の意見も踏まえつつ、農地法等の一部を改正

する法律（平21法57）附則第19条第４項に基づき、同法施行後５年（平成26年）を目途とし

て、地方分権の観点及び農地の確保の観点から、農地の確保のための施策の在り方等ととも

に、農地転用事務の実施主体や国の関与等の在り方について検討を行い、その結果に基づい

て必要な措置を講ずるものとする。

【参考】農地法（昭和27年法律第229号）（抄）

附 則（平成21年6月24日法律第57号）抄

（検討）

第十九条 略

２～３ 略

４ 政府は、この法律の施行後５年を目途として、新農地法及び新農振法の施行の状況等を勘案し、国と

地方公共団体との適切な役割分担の下に農地の確保を図る観点から、新農地法第４条第１項及び第５条

第１項の許可に関する事務の実施主体の在り方、農地の確保のための施策の在り方等について検討を加

え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

５ 略
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地方分権改革有識者会議 農地・農村部会報告書 

（平成 25年 11月 28日）（抄） 

６ 見直しの方向性等 

農地・農村部会では、以上のとおり、農地転用に係る事務・権限の移譲及

び規制緩和等について、関係者のヒアリングを行うとともに、構成員の間で

論点を整理しつつ議論を行った。 

農地転用制度及び農業振興地域制度（以下「農地転用制度等」という。）

に関しては、総合的なまちづくりの観点をはじめ、農地の総量確保など国が

進めている政策との整合性や農村の活性化にも資する観点にも留意しつつ、

地方の声を踏まえ、国から地方への権限移譲等、地方分権の取組を推進して

いくことが重要である。 

以上の認識に立ち、本部会におけるこれまでの議論を踏まえた見直しの方

向性等は、以下のとおりである。 

(1) 農地転用制度等に係る総論的な事項 

個性を活かし自立した地方をつくるためには、それぞれの地域が特色を

持ったまちづくりを進めていくことが必要である。 

本格的な人口減少社会の到来など社会情勢が変化する中にあって、今後

のまちづくりに当たっては、農地をはじめとした非都市的な利用と都市的

な利用を含め、総合的な視点で土地利用を捉えていくことが一層重要とな

ってきている。そのため、地方、とりわけ土地利用の実情に精通した市町

村が、農地も含めて土地利用全般の権限と責任を担い、総合的なまちづく

りに取り組めるようにしていく必要がある。 

さらに、中長期的には、都市と農村の土地利用に係る法体系を統合する

など、国土全体の利用の在り方を議論し、土地利用に係る制度全般を見直

していくことが望まれる。また、その際には、土地に係る税制の在り方に

ついても留意する必要がある。 

このような基本認識のもと、農地転用制度等の在り方について考えれ

ば、まず、食料の安定供給や国土保全の観点から、担い手への農地集積や

耕作放棄地の解消などにより農地、とりわけ優良農地を確保していくこと
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が重要であることは、国・地方を通じた共通の認識である。その上で、農

地の総量確保のための政策などマクロ的な課題と、個々の農地転用等に係

る実施主体の在り方などミクロ的な課題の両方を考える必要がある。 

農地の総量確保と分権的観点からの実施主体の見直しという２つの課題

は、農業・農村の活性化を目指すという目的において共通であり、両者は

両立が可能であると考えられる。 

したがって、国は、食料自給率の向上の観点から、農地の総量確保の仕

組みをしっかりと構築することなどに責任を持つ一方、地方はその具体の

執行や管理を担うこととし、個別の農地転用等に係る事務・権限について

も、地方への権限移譲等を進めていくことが望ましい。 

 

 

(2) 農地転用に係る事務・権限の移譲関係 

 

地方分権の取組を進め、地方が農地を含めた土地利用に関して権限と責

任を担うことは、土地の有効活用や農地を農地として適正に確保していく

ことに資するものであり、上述したとおり、地域の実情に応じた総合的な

まちづくりが可能となる。このことは同時に、農業・農村の活性化にもつ

ながるものと考えられる。また、農地に係る事務手続きの迅速化が図られ

ることにより、より機動的にまちづくりのニーズに対処することが可能と

なる。 

こうしたことから、農地転用に係る事務・権限については地方（最終的

には市町村）に移譲を進めるとともに、国の関与（２ha超４ha以下の農

地転用に係る大臣協議）については、これを廃止していくべきであり、こ

のことは本部会の共通した認識である。 

他方、こうした見直しを進めていくに当たっては、農地の総量を確保す

るための様々な政策が、全体としてどのように機能しているかに留意する

必要がある。特に、平成 21年の改正による仕組みが機能しているか検証

すべきである。 

なお、本部会における議論において、都道府県知事許可と大臣許可とを

区切る４haという面積基準について、根拠が曖昧であり、過渡的にその基

準を引き上げることも考えられるのではないか、権限移譲等を進めるに当

たって、農地転用許可に係る事務処理の適正性を担保するため、経過的に

必要な措置を検討することもあり得るのではないか、条例による事務処理

特例制度の活用により農地転用に係る事務・権限についても都道府県から

市町村への分権が進んでいることを積極的に評価すべきではないか、指定

都市は規模・能力の点で都道府県と遜色がないこと等を踏まえ、第 30次
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地方制度調査会の答申（平成 25年６月 25日）に沿って、農地転用等に係

る事務・権限について都道府県から指定都市に移譲すべきではないか、都

道府県農業会議の意見聴取手続きについて、その在り方を見直すべきでは

ないかなどの指摘があった。 

 

以上の認識に立ち、本部会として農地転用に係る事務・権限について、

当面、以下のとおり見直しを行うべきであると考える。 

 

① 農地転用に係る事務・権限については、地方の意見も踏まえつつ、平

成 21年の農地法等の一部を改正する法律附則第 19条第４項に基づき、

同法施行後５年（平成 26年）を目途として、地方分権の観点及び農地の

確保の観点から、農地の確保のための施策の在り方等とともに、農地転

用事務の実施主体や国の関与等の在り方について検討を行うべきであ

る。 

 

② 上記①の検討の間においても、農地転用許可に係る事務が迅速かつ円

滑に執行されるよう、農地転用制度等に係る課題について意見交換を行

うため、国と地方公共団体が各地方で定期的に協議する場を設けるべき

である。 

 

 

(3) 農地転用等に係る規制緩和関係 

 

農用地区域からの除外（農振除外）や農地転用規制の在り方全般につい

ては、農地の総量を確保しつつ、農地の面的広がりを適切に維持する観点

から、農地転用等に係る規制を強化する若しくは少なくとも現状の規制を

維持する必要があるとの意見と、規制強化だけでは農地を守ることはでき

ないのではないか、むしろ耕作放棄地対策をしっかり講じるべきではない

かとの意見があった。この点については、今後、これまでの規制の効果に

ついて十分に検証を行い、規制の在り方について検討を行う必要がある。 

一方で、地方からは、現行の農振除外、農地転用許可の要件が厳しいこ

とから、農業の六次産業化や再生可能エネルギーの利活用促進、集落の維

持等に支障が生じているとの指摘があった。 

こうしたことから、本部会としては、農業・農村の活性化や現在国が進

めている攻めの農林水産業にも資する観点から、農地転用の許可等に係る

要件の緩和や明確化が図られるよう、当面、以下の措置を講じるべきであ

ると考える。 
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なお、要件の明確化は、これらの実施主体である地方公共団体の自主的

かつ迅速な判断に資するという意味において、地方分権の観点からも意義

があるものと考える。 

 

① 農業の六次産業化の推進 

・ 農家レストランについて、国家戦略特区において農用地区域内に設

置することができるよう要件緩和を行う。その上で、効果を検証し、

全国に適用することも検討すべきである。 

 

・ 農用地区域内における農業者が設置する農畜産物加工施設及び販売

施設について、地域で生産する農畜産物を使用することが可能となる

よう要件緩和を行うべきである。 

 

② 再生可能エネルギーの利活用の促進 

・ 第 185回国会において成立した「農林漁業の健全な発展と調和のと

れた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律」に基づき、

市町村が基本計画の中で再生可能エネルギー発電設備整備区域を設定

し、荒廃農地等を適切に同区域に設定した場合、原則転用できない第

１種農地についても、再生可能エネルギー発電設備の設置を可能とす

る。 

 

・ 農用地区域内に設置が認められる農業用施設に含まれる稲藁等のバ

イオマス施設を明確にすべきである。 

 

③ 集落の維持等農業・農村の活性化 

・ 農地転用の不許可の例外となる一般国道等の沿道に設置される休憩

所等に含まれるコンビニエンスストア及びその駐車場を明確にすべき

である。 

 

・ 農業用施設の利用者のための駐車場やトイレが農業用施設に含まれ

ることを明確にすべきである。 

 

・ 農地転用の不許可の例外とされる住宅や居住者の日常生活上又は業

務上必要な施設として認められる要件である「集落接続」の判断につ

いて、当該集落の実情を踏まえた判断が可能となるよう明確にすべき

である。 
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・ 家畜等の管理のために畜舎等の近くに農家住宅を建てようとする場

合、これを地域の農業の振興を図るための市町村の計画に位置付け

て、農用地区域から除外し設置することが可能であることを明確にす

べきである。 

 

 

農地・農村部会における議論を踏まえた見直しの方向性等は以上のとおり

であるが、農地転用制度等に係る地方分権の議論は引き続き行っていく必要

がある。そのため、今後も地方分権改革有識者会議等の場において、議論を

深めていくべきである。 
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事務・権限の移譲等に関する見直し方針について（平成 25年 12月 20日閣議決定）（抄） 

２ 国から地方公共団体への事務・権限の移譲等に関する見直し 

【農林水産省】 

（３）農地法（昭 27 法 229）及び農業振興地域の整備に関する法律（昭 44法 58） 

（ⅰ）農地転用に係る事務・権限等については、以下の方向で検討等を行う。 

・農地転用に係る事務・権限については、地方の意見も踏まえつつ、農地法等の一部を改正する法律

（平 21 法 57）附則第 19 条第４項に基づき、同法施行後５年（平成 26 年）を目途として、地方分

権の観点及び農地の確保の観点から、農地の確保のための施策の在り方等とともに、農地転用事務

の実施主体や国の関与等の在り方について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるも

のとする。 

・農地転用許可に係る事務が迅速かつ円滑に執行されるよう、農地転用制度及び農業振興地域制度に

係る課題について意見交換を行うため、国と地方公共団体が各地方で定期的に協議する場を設ける。 

（ⅱ）農地転用の許可、農用地区域からの除外等について、以下のとおり、その要件の緩和又は明確化

を行う。 

①農業の六次産業化の推進

・農家レストランについて、第 185 回国会において成立した「国家戦略特別区域法」（平 25法 107）

に基づく国家戦略特別区域において、農用地区域内に設置することができるよう要件緩和を行う。

その上で、効果を検証し、全国に適用することも検討する。 

・農用地区域内における農業者が設置する農畜産物加工施設及び販売施設について、地域で生産す

る農畜産物を使用することが可能となるよう要件緩和を行う。 

②再生可能エネルギーの利活用の促進

・第 185回国会において成立した「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気

の発電の促進に関する法律」（平 25 法 81）に基づき、市町村が基本計画の中で再生可能エネルギ

ー発電設備整備区域を設定し、荒廃農地等を適切に同区域に設定した場合、原則転用できない第

１種農地についても、再生可能エネルギー発電設備の設置を可能とする。 

・農用地区域内に設置が認められる農業用施設に含まれる稲藁等のバイオマス施設を明確化する。 

③集落の維持等農業・農村の活性化

・農地転用の不許可の例外とされる住宅や居住者の日常生活上又は業務上必要な施設として認めら

れる要件である「集落接続」の判断について、当該集落の実情を踏まえた判断が可能であること

を明確化する。 

・農地転用の不許可の例外とされる一般国道等の沿道に設置される休憩所等に含まれるコンビニエ

ンスストア及びその駐車場について明確化する。 

・農業用施設の利用者のための駐車場等について、農業用施設に含まれることを明確化する。 

・家畜等の管理のために畜舎等の近くに農家住宅を建てようとする場合、これを地域の農業の振興

を図るための市町村の計画に位置付けて、農用地区域から除外し設置することが可能であること

を明確化する。 
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事務・権限の移譲等に関する見直し方針への対応状況

（農地法・農振法関係）

平成 26 年５月 20 日

農林水産省
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事務・権限の移譲等に関する見直し方針への対応状況
（農地法・農振法関係）

平成26年５月20日

農 林 水 産 省

見直し方針の内容 対応状況

(ⅰ）農地転用に係る事務・権限等については、

以下の方向で検討等を行う。

・農地転用に係る事務・権限については、 ・平成 21 年改正農地法附則第 19
地方の意見も踏まえつつ、農地法等の一 条第４項に基づく、農地転用許

部を改正する法律（平 21 法 57）附則第 19 可事務の実施主体の在り方、農

条第４項に基づき、同法施行後５年（平 地の確保のための施策の在り方

成 26 年）を目途として、地方分権の観点 等についての検討は、食料・農

及び農地の確保の観点から、農地の確保 業・農村基本計画の検討と併せ

のための施策の在り方等とともに、農地 て検討中。

転用事務の実施主体や国の関与等の在り

方について検討を行い、その結果に基づ

いて必要な措置を講ずるものとする。

・農地転用許可に係る事務が迅速かつ円滑 ・国と地方公共団体が各地方で定

に執行されるよう、農地転用制度及び農 期的に協議する場の設置につい

業振興地域制度に係る課題について意見 ては、地方農政局単位で国と都

交換を行うため、国と地方公共団体が各 道府県等の担当者により、農地

地方で定期的に協議する場を設ける。 転用制度等に係る運用の具体的

な課題等について協議する場を

設ける方向で検討中。

（ⅱ）農地転用の許可、農用地区域からの除外

等について、以下のとおり、その要件の緩

和又は明確化を行う。

① 農業の六次産業化の推進 ・「農林水産省関係国家戦略特別区

・農家レストランについて、第 185 回国会 域法第 26 条に規定する政令等規

において成立した「国家戦略特別区域法」 制事業に係る省令の特例に関す

（平 25 法 107）に基づく国家戦略特別区 る措置を定める命令」（平成 26
域において、農用地区域内に設置するこ 年内閣府・農林水産省令第４号）

とができるよう要件緩和を行う。その上 及び「国家戦略特別区域におけ

で、効果を検証し、全国に適用すること る農家レストランの設置につい

も検討する。 て」（平成 26 年４月１日付け 25
農振第 2474 号）により措置済み。
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・農用地区域内における農業者が設置する ・「農業振興地域の整備に関する法

農畜産物加工施設及び販売施設について、 律施行規則の一部を改正する省

地域で生産する農畜産物を使用すること 令」（平成 26 年農林水産省令第 21
が可能となるよう要件緩和を行う。 号）及び「農業振興地域制度及

び農地転用許可制度の運用の明

確化等について」（平成 26 年４

月１日付け 25 農振第 2473 号）

により措置済み。

② 再生可能エネルギーの利活用の促進 ・「農地法施行規則の一部を改正す

・第 185 回国会において成立した「農林漁 る省令」（平成 26 年農林水産省

業の健全な発展と調和のとれた再生可能 令第 34 号）、「農林漁業の健全な

エネルギー電気の発電の促進に関する法 発展と調和のとれた再生可能エ

律」（平 25 法 81）に基づき、市町村が基 ネルギー電気の発電の促進に関

本計画の中で再生可能エネルギー発電設 する法律施行規則」（平成 26 年

備整備区域を設定し、荒廃農地等を適切 農林水産省令第 33 号）等により

に同区域に設定した場合、原則転用でき 措置済み。

ない第１種農地についても、再生可能エ

ネルギー発電設備の設置を可能とする。

・農用地区域内に設置が認められる農業用 ・「農業振興地域制度及び農地転用

施設に含まれる稲藁等のバイオマス施設 許可制度の運用の明確化等につ

を明確化する。 いて」（平成 26 年４月１日付け 25
農振第 2473 号）により措置済み。

③ 集落の維持等農業・農村の活性化 ・「農業振興地域制度及び農地転用

・農地転用の不許可の例外とされる住宅や 許可制度の運用の明確化等につ

居住者の日常生活上又は業務上必要な施 いて」（平成 26 年４月１日付け 25
設として認められる要件である「集落接 農振第 2473 号）により措置済み。

続」の判断について、当該集落の実情を

踏まえた判断が可能であることを明確化

する。

・農地転用の不許可の例外とされる一般国

道等の沿道に設置される休憩所等に含ま

れるコンビニエンスストア及びその駐車

場について明確化する。

・農業用施設の利用者のための駐車場等に

ついて、農業用施設に含まれることを明

確化する。

・家畜等の管理のために畜舎等の近くに農

家住宅を建てようとする場合、これを地

域の農業の振興を図るための市町村の計

画に位置付けて、農用地区域から除外し

設置することが可能であることを明確化

する。
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（ 参 考 ）

25農振第2473号

平成26年４月１日

各地方農政局長

内閣府沖縄総合事務局長
殿

各都道府県知事

全国農業会議所会長

農林水産省（注１）農村振興局長

農業振興地域制度及び農地転用許可制度の運用の明確化等について

昨年12月20日に閣議決定された「事務・権限の移譲等に関する見直し方針について」

（以下「見直し方針」という。）において、農業振興地域制度及び農地転用許可制度に

ついて、農地転用の許可や農用地区域からの除外等の要件の緩和又は明確化を行うこと

とされたので、下記事項に留意の上、制度の適正な運用に努められたい。

また、見直し方針及び農地中間管理事業の推進に関する法律（平成25年法律第101

号）等の施行に伴う農業振興地域の整備に関する法律施行規則（昭和44年農林省令第45

号）及び農地法施行規則（昭和27年農林省令第79号）の改正等を踏まえ、「農業振興地

域制度に関するガイドラインの制定について」（平成12年４月１日付け12構改Ｃ第261

号農林水産省構造改善局長通知）及び「「農地法の運用について」の制定について」

（平成21年12月11日付け21経営第4530号・21農振第1598号農林水産省経営局長・農村振

興局長通知）の一部を別紙１及び別紙２のとおり改正することとしたので、御了知願い

たい。

なお、「「非農地」と決定された土地に関し農用地区域に残置するか否かの判断基準

の策定について」（平成20年４月15日付け19農振第2127号農林水産省農村振興局長通

知）は廃止する。

また、貴管内の都道府県知事に対しては、別途通知済みであるので申し添える。（注２）

また、このことについて、貴管内の市町村及び農業委員会に対し周知願いたい。（注３）

注１：内閣府沖縄総合事務局長、各都道府県知事及び全国農業会議所会長宛のみ記載する。

注２：各地方農政局長及び内閣府沖縄総合事務局長宛のみ記載する。

注３：各都道府県知事宛のみ記載する。
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記

１ 農業の六次産業化の推進

(1) 農用地区域内での農家レストランの設置

国家戦略特別区域法（平成25年法律第107号。以下「戦略特区法」という。）第

26条の規定に基づく、農林水産省関係国家戦略特別区域法第26条に規定する政令等

規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令（平成26年内閣府・農林水産

省令第４号）が平成26年４月１日に施行された。

この措置については、「事務・権限の移譲等に関する見直し方針について」（平

成25年12月20日閣議決定）において、その効果を検証し、全国に適用することも検

討するとされたところであるが、全国に適用するか否かについては、戦略特区法に

基づき、認定区域計画（戦略特区法第11条第１項に規定する認定区域計画をい

う。）の進捗状況に関する評価結果等を踏まえて総合的に判断することとしている。

(2) 農用地区域内での農畜産物の製造（加工）施設及び販売施設の設置

農畜産物の製造（加工）施設及び販売施設について、六次産業化を推進し、農業

者の所得の増大等を図る観点から、農業者自らが生産する農畜産物を含めて、当該

施設が設置される農業振興地域内で生産される農畜産物を主として使用するもので

あれば農用地区域内に設置できるよう農業振興地域の整備に関する法律施行規則の

一部を改正する省令（平成26年農林水産省令第21号）が平成26年４月１日に施行さ

れたところである。

市町村は、農畜産物の使用状況等の定期的な把握に努め、その結果、使用状況等

が要件に適合していない場合には、農用地区域内の土地の農業上の利用の確保を図

るための措置を講じるものとする。

２ 再生可能エネルギーの利活用の促進

(1) 第１種農地における再生可能エネルギー発電設備の設置

農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関

する法律（平成25年法律第81号）に基づき、市町村が基本計画の中で再生可能エネ

ルギー発電設備の整備を促進する区域（以下「発電設備整備区域」という。）を設

定するに当たり、再生利用困難な荒廃農地等については、第１種農地であっても同

区域に含めることができることとし、再生可能エネルギー発電設備の設置を可能と

することとしている。

なお、発電設備整備区域に含めることができる再生利用困難な荒廃農地等の具体

的な基準等については、同法の基本方針の策定と併せて明確にする予定である。

(2) 農用地区域内での稲わら等のバイオマス施設の設置

農業生産活動により生じる家畜ふん尿、稲わら、もみがら等のバイオマスを利用

してたい肥化、発電等を行う施設は、農用地区域内に設置できる農業用施設に該当

する。

３ 集落の維持等農業・農村の活性化

(1) 「集落接続」の取扱い

ア 農地法施行規則（昭和27年農林省令第79号）第33条第４号の「集落に接続し
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て」とは、既存の集落と間隔を置かないで接する状態をいう。

この場合、集落の周辺の農地は、集落に居住する者の営農上必要な苗畑、温室

等の用途に供されている場合も多いことから、地域の農業の振興の観点から、当

該集落の土地利用の状況等を勘案して周辺の土地の農業上の利用に支障がないと

認められる次に掲げる事項の全てに該当する場合には、集落に接続していると判

断することとしても差し支えない。

(ｱ) 転用許可（農地法（昭和27年法律第229号）第４条第１項又は第５条第１項

の許可をいう。以下同じ。）の申請に係る農地の位置からみて、集団的に存在

する農地を蚕食し、又は分断するおそれがないと認められること。

(ｲ) 集落の周辺の農地の利用状況等を勘案して、既存の集落と転用許可の申請に

係る農地の距離が最小限と認められること。

イ なお、集落に接続していると判断する既存の集落と転用許可の申請に係る農地

との距離については、当該集落の周辺の農地の利用状況等を踏まえ個別具体的に

判断すべきものであり、あらかじめ画一的に定めること（例えば、既存の集落か

ら50メートル以内は集落に接続していると判断すること等）は適当でない。

(2) 「休憩所等に含まれるコンビニエンスストア及びその駐車場」の取扱い

コンビニエンスストア（日本標準産業分類に掲げる細分類5891に分類されるもの

をいう。）及びその駐車場（以下「コンビニエンスストア等」という。）は、本来

的には飲食料品小売業に供する施設であるが、主要な道路の沿道において周辺に自

動車の運転者が休憩のため利用することができる施設が少ない場合には、駐車場及

びトイレを備え、休憩のための座席等を有する空間を備えているコンビニエンスス

トア等が自動車の運転者の休憩所と同様の役割を果たしていることを踏まえ、当該

施設を農地法施行規則第35条第４号の「これら（休憩所）に類する施設」に該当す

るものとして取り扱って差し支えない。

(3) 「農業用施設の利用者のための駐車場等」の取扱い

農業用施設等の管理又は利用のために必要不可欠な駐車場、トイレ、事務所等に

ついては、当該農業用施設等に併設して設置される場合には、農業振興地域の整備

に関する法律（昭和44年法律第58号）第３条第４号の農林水産省令で規定する農業

用施設に含まれるが、駐車場、トイレ、事務所等の規模については、当該施設等で

農業に従事する者や当該施設等を利用する者の数等を勘案して規模が過大とならな

いよう留意されたい。

(4) 「家畜等の管理のため畜舎等の近くに農家住宅を建てようとする場合」の取扱い

耕作又は養畜の業務を営む上で、飼養牛の分娩時の事故防止等のため、昼夜の区

別なく緊急に対応する必要がある場合等に、畜舎等に隣接するなど当該施設から至

近の位置に当該業務を営む者の住宅を設置することが必要となる場合がある。

この場合において、市町村は、当該住宅について、必要に応じて、条例に基づく

地域の農業の振興に関する計画（農業振興地域の整備に関する法律施行規則（昭和

44年農林省令第45号）第４条の４第１項第26号の２）、地域の農業の振興に関する

地方公共団体の計画（同項第27号）又は農業振興地域整備計画（同項第28号）に定

める施設に地域の農業の振興を図る上で必要となる耕作又は養畜の業務を営む者の

住宅として位置付けることができる。
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これら計画の策定に当たっては、集団的農地の効率的利用に支障が生じることの

ないよう、集団的農地の縁辺部に施設を配置すること、また、規模等が通常必要と

される面積等からみて過大なものとならないようにすること等に留意されたい。
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構成員御指摘事項について

○ ２ ha を超える農地転用の実態について・・・１

○ 農地（耕地）面積について・・・・・・・・・４

○ 農振農用地区域内の確保すべき農用地等の面積の

目標について・・・・・・・・・・・・・・・・６

平成 26 年５月 20 日

農林水産省
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件数 面積 件数 面積 件数 面積

全　　　国 62,936 5,096 57 139 42 188
北　海　道 933 444 11 33
青　　　森 548 84 4 13 4 19
岩　　　手 1,293 102 1 4
宮　　　城 1,586 128 3 9
秋　　　田 529 58 2 6
山　　　形 707 75 2 4
福　　　島 1,114 83 1 3
茨　　　城 2,558 186 2 22
栃　　　木 1,414 151
群　　　馬 3,034 206
埼　　　玉 3,839 330 1 2 3 8
千　　　葉 2,181 169 1 27
東　　　京 48 2
神　奈　川 446 37 1 4
山　　　梨 1,445 84
長　　　野 2,916 194 1 3
静　　　岡 3,053 183 2 6
新　　　潟 1,756 185 2 6
富　　　山 777 105 11 15 1 3
石　　　川 595 40 1 2 2 6
福　　　井 615 52 1 3 1 2
岐　　　阜 2,838 180 4 6 2 19
愛　　　知 2,981 204 1 2 1 1
三　　　重 1,494 119 1 6
滋　　　賀 926 61 1 2
京　　　都 275 25 1 2
大　　　阪 236 17 1 8
兵　　　庫 1,355 69
奈　　　良 293 33 1 3
和　歌　山 710 43 2 2
鳥　　　取 384 23
島　　　根 1,116 56
岡　　　山 2,149 109 2 7 1 3
広　　　島 1,077 54
山　　　口 869 71 1 3
徳　　　島 575 39
香　　　川 1,756 129
愛　　　媛 1,117 88 1 0
高　　　知 419 20 1 0
福　　　岡 1,517 139 2 6
佐　　　賀 683 60
長　　　崎 606 42
熊　　　本 1,754 142 1 4
大　　　分 888 64
宮　　　崎 1,552 130 2 5 2 21
鹿　児　島 2,555 213 2 6 9 6
沖　　　縄 1,424 71 2 15

資料：・農林水産省「農地の権利移動・借賃等調査」
　　　・農林水産省農村振興局農村計画課調べ

都道府県別　農地転用許可の実績（平成23年）

（単位：件、ha）

知事許可
大臣許可

（４ha超）
うち大臣協議

（2ha超4ha以下）
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件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積

全　　　国 57 139 29 69 10 23 18 47 42 188 10 33 5 37 27 118
北　海　道 11 33 11 33
青　　　森 4 13 3 11 1 2 4 19 4 19
岩　　　手 1 4 1 4
宮　　　城 3 9 2 7 1 2
秋　　　田 2 6 1 3 1 3
山　　　形 2 4 1 1 1 4
福　　　島 1 3 1 3
茨　　　城 2 22 1 16 1 7
栃　　　木
群　　　馬
埼　　　玉 1 2 1 2 3 8 3 8
千　　　葉 1 27 1 27
東　　　京
神　奈　川 1 4 1 4
山　　　梨
長　　　野 1 3 1 3
静　　　岡 2 6 2 6
新　　　潟 2 6 1 4 1 2
富　　　山 11 15 7 9 3 3 1 3 1 3 1 3
石　　　川 1 2 1 2 2 6 2 6
福　　　井 1 3 1 3 1 2 1 2
岐　　　阜 4 6 4 6 2 19 1 4 1 15
愛　　　知 1 2 1 2 1 1 1 1
三　　　重 1 6 1 6
滋　　　賀 1 2 1 1
京　　　都 1 2 1 2
大　　　阪 1 8 1 8
兵　　　庫
奈　　　良 1 3 1 3
和　歌　山 2 2 2 2
鳥　　　取
島　　　根
岡　　　山 2 7 2 7 1 3 1 3
広　　　島
山　　　口 1 3 1 3
徳　　　島
香　　　川
愛　　　媛 1 0 1 0
高　　　知 1 0 1 0
福　　　岡 2 6 2 6
佐　　　賀
長　　　崎
熊　　　本 1 4 1 4
大　　　分
宮　　　崎 2 5 1 2 1 3 2 21 2 21
鹿　児　島 2 6 1 3 1 4 9 6 9 6
沖　　　縄 2 15 1 9 1 6

農用地区域
内農地

注　：・複数の立地基準に係る許可を同一の事案で処理したものは、上位の立地基準に合計して計上している。
　　　・農林水産省農村振興局農村計画課調べ
資料：・農林水産省「農地の権利移動・借賃等調査」

甲種農地・
第１種農地

第２種農地・
第３種農地

大臣許可
（4ha超）

（単位：件、ha）

都道府県別　農地転用許可の実績（平成23年）
（２ha超の農地転用許可：農地区分別）

農用地区域
内農地

甲種農地・
第１種農地

第２種農地・
第３種農地

大臣協議
（2ha超4ha
以下）
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4

平成２６年５月２日
第４回農地・農村部会配布資料４
地方分権改革有識者会議海外調査（抜粋）

5
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政令市 その他市 町村 政令市 その他市 町村 政令市 その他市 町村
1 北海道 1 34 144 179 0 16 110 126 0% 47% 76% 70% 
2 青森県 0 10 30 40 0 2 4 6 20% 13% 15% 
3 岩手県 0 13 20 33 0 4 0 4 31% 0% 12% 
4 宮城県 1 12 22 35 0 1 2 3 0% 8% 9% 9%
5 秋田県 0 13 12 25 0 8 7 15 62% 58% 60% 
6 山形県 0 13 22 35 0 6 0 6 46% 0% 17% 
7 福島県 0 13 46 59 0 2 1 3 15% 2% 5% 
8 茨城県 0 32 12 44 0 23 1 24 72% 8% 55% 
9 栃木県 0 14 12 26 0 11 1 12 79% 8% 46% 

10 群馬県 0 12 23 35 0 12 1 13 100% 4% 37% 
11 埼玉県 1 39 23 63 1 1 0 2 100% 3% 0% 3% 
12 千葉県 1 36 17 54 1 2 0 3 100% 6% 0% 6% 
13 東京都 0 49 13 62 0 0 0 0 0% 0% 0%
14 神奈川県 3 16 14 33 0 1 0 1 0% 6% 0% 3%
15 新潟県 1 19 10 30 1 9 6 16 100% 47% 60% 53% 
16 富山県 0 10 5 15 0 0 0 0 0% 0%
17 石川県 0 11 8 19 0 0 0 0 0% 0% 0%
18 福井県 0 9 8 17 0 2 2 4 22% 25% 24% 
19 山梨県 0 13 14 27 0 1 0 1 8% 0% 4%
20 長野県 0 19 58 77 0 2 5 7 11% 9% 9% 
21 岐阜県 0 21 21 42 0 7 5 12 33% 24% 29% 
22 静岡県 2 21 12 35 2 12 0 14 100% 57% 0% 40% 
23 愛知県 1 37 16 54 0 1 0 1 0% 3% 0% 2%
24 三重県 0 14 15 29 0 10 9 19 71% 60% 66% 
25 滋賀県 0 13 6 19 0 13 5 18 100% 83% 95% 
26 京都府 1 14 11 26 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%
27 大阪府 2 31 10 43 2 16 5 23 100% 52% 50% 53% 
28 兵庫県 1 28 12 41 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%
29 奈良県 0 12 27 39 0 0 0 0 0% 0% 0%
30 和歌山県 0 9 21 30 0 0 21 21 0% 100% 70% 
31 鳥取県 0 4 15 19 0 1 1 2 25% 7% 11% 
32 島根県 0 8 11 19 0 2 8 10 25% 73% 53% 
33 岡山県 1 14 12 27 1 14 12 27 100% 100% 100% 100% 
34 広島県 1 13 9 23 1 13 9 23 100% 100% 100% 100% 
35 山口県 0 13 6 19 0 9 2 11 69% 33% 58% 
36 徳島県 0 8 16 24 0 4 4 8 50% 25% 33% 
37 香川県 0 8 9 17 0 1 0 1 13% 0% 6% 
38 愛媛県 0 11 9 20 0 0 0 0 0% 0% 0%
39 高知県 0 11 23 34 0 0 2 2 0% 9% 6%
40 福岡県 2 26 32 60 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%
41 佐賀県 0 10 10 20 0 1 0 1 10% 0% 5% 
42 長崎県 0 13 8 21 0 1 0 1 8% 0% 5%
43 熊本県 1 13 31 45 1 3 0 4 100% 23% 0% 9% 
44 大分県 0 14 4 18 0 2 1 3 14% 25% 17% 
45 宮崎県 0 9 17 26 0 1 0 1 11% 0% 4% 
46 鹿児島県 0 19 24 43 0 7 9 16 37% 38% 37% 
47 沖縄県 0 11 30 41 0 1 6 7 9% 20% 17% 

20 792 930 1,742 10 222 239 471 50% 28% 26% 27% 

※２ha超４ha以下の農地転用許可に係る権限移譲を含む
※平成25年４月１日現在の状況

権限移譲市町村数

計

権限移譲市町村割合

計

事務処理特例制度を活用した農地法第４条、第５条に係る権限移譲の状況

都道府県
計 計

全市町村数
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　法令によるもの
※１

　事務処理特例
制度によるもの

1 北海道 179 3 37 40 22% 8 4%
2 青森県 40 2 18 20 50% 0 0%
3 岩手県 33 1 4 5 15% 4 12%
4 宮城県 35 1 2 3 9% 0 0%
5 秋田県 25 1 12 13 52% 0 0%
6 山形県 35 1 4 5 14% 0 0%
7 福島県 59 2 7 9 15% 0 0%
8 茨城県 44 2 22 24 55% 2 5%
9 栃木県 26 1 7 8 31% 11 42%

10 群馬県 35 4 3 7 20% 0 0%
11 埼玉県 63 8 36 44 70% 6 10%
12 千葉県 54 3 13 16 30% 0 0%
13 東京都 62 0 24 24 39% 0 0%
14 神奈川県 33 9 3 12 36% 0 0%
15 新潟県 30 3 22 25 83% 0 0%
16 富山県 15 1 1 2 13% 0 0%
17 石川県 19 1 5 6 32% 0 0%
18 福井県 17 1 5 6 35% 1 6%
19 山梨県 27 1 4 5 19% 0 0%
20 長野県 77 2 0 2 3% 0 0%
21 岐阜県 42 1 0 1 2% 0 0%
22 静岡県 35 4 22 26 74% 7 20%
23 愛知県 54 6 11 17 31% 0 0%
24 三重県 29 1 3 4 14% 0 0%
25 滋賀県 19 1 12 13 68% 0 0%
26 京都府 26 1 0 1 4% 0 0%
27 大阪府 43 10 22 32 74% 0 0%
28 兵庫県 41 7 3 10 24% 0 0%
29 奈良県 39 1 0 1 3% 0 0%
30 和歌山県 30 1 22 23 77% 0 0%
31 鳥取県 19 1 6 7 37% 0 0%
32 島根県 19 1 3 4 21% 11 58%
33 岡山県 27 2 2 4 15% 1 4%
34 広島県 23 3 6 9 39% 15 65%
35 山口県 19 1 9 10 53% 2 11%
36 徳島県 24 0 3 3 13% 0 0%
37 香川県 17 1 15 16 94% 0 0%
38 愛媛県 20 1 8 9 45% 0 0%
39 高知県 34 1 0 1 3% 0 0%
40 福岡県 60 3 0 3 5% 0 0%
41 佐賀県 20 0 1 1 5% 0 0%
42 長崎県 21 2 1 3 14% 0 0%
43 熊本県 45 1 2 3 7% 0 0%
44 大分県 18 1 1 2 11% 0 0%
45 宮崎県 26 1 3 4 15% 0 0%
46 鹿児島県 43 1 0 1 2% 0 0%
47 沖縄県 41 1 0 1 2% 0 0%

1,742 101 384 485 28% 68 4% 

※１　政令市等（政令指定都市・中核市・特例市）は都市計画法第29条第１項に基づき開発行為の許可権限を有している。
※２　平成25年４月１日現在の状況

計

　事務処理特例
制度によるもの

都市計画法第29条（開発許可）に係る権限移譲の状況

市区町村数

事務処理特例制度等を活用した都市計画法第29条、森林法第10条の２に係る権限移譲の状況

都道府県

森林法第10条の２（林地開発許可）
に係る権限移譲の状況

計
権限移譲

市町村割合
権限移譲

市町村割合
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2 6農振第9 2 5号

平成26年６月30日

東北農政局農村計画部長 殿

農村振興局農村政策部農村計画課長

農地転用許可制度及び農業振興地域制度に係る国と地方の協議の場の実施

要領の制定について

このことについて、別添のとおり「農地転用許可制度及び農業振興地域制度に係る国

と地方との協議の場の実施要領」を制定したので、御了知の上、その円滑な実施に万全

を期されたい。

なお、貴局管内の県農政主務部長に対しては、貴殿から通知願いたい。
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（別添）

農地転用許可制度及び農業振興地域制度に係る国と地方との協議の場の実施要領

１ 趣旨

農地法等の一部を改正する法律（平成21年法律第57号）附則第19条第４項に基づき、国

は、同法の施行状況等を勘案し、農地転用許可に関する事務の実施主体の在り方、農地の

確保のための施策の在り方等について検討を行うこととされており、この検討に当たって

は、食料・農業・農村基本計画の見直しと併せて国と地方公共団体との適切な役割分担の

下に農地の確保を図る観点から検討を行うこととしているところである。

また、「事務・権限の移譲等に関する見直し方針について」（平成25年12月20日閣議決

定）において、農地転用許可に係る事務が迅速かつ円滑に執行されるよう、制度に係る課

題について意見交換を行うため、国と地方公共団体が各地方で定期的に協議する場を設け

ることとされたことも踏まえ、今後の農地転用許可制度及び農業振興地域制度の事務が適

正かつ円滑に進められるよう、これら制度に係る具体的な運用の課題等について意見交換

を行う国と地方公共団体との協議の場を設けることとする。

２ 意見交換の事項

協議の場においては、次の事項について、意見交換を行うものとする。なお、この他、地

域の実情も踏まえ、提案等があった事項を追加することができるものとする。

（１）農地転用許可制度の課題と対応について

① 都道府県における農地転用許可基準の適用の判断を行う上での課題について

② 農地転用許可事務実態調査の結果、改善が必要とされた事例の原因について

③ 事前調整及び事前審査の実施に係る課題について

④ その他制度の運用、調整等に係る課題について

（２）農業振興地域制度の課題と対応について

① 農用地区域からの除外要件の判断を行う上での課題について

② 農用地区域内農地の面積目標の設定やその達成に向けた取組について

③ その他制度の運用、調整等に係る課題について

（３）事務処理の円滑化について

現在、都道府県等において行われている事務処理の円滑化に資する取組等を参考に、

（１）及び（２）の検討等と併せ、それぞれの事務が円滑かつ迅速に行われるよう、改善

方策を検討するものとする。

３ 構成

協議の場は、都道府県及び地方農政局（農村振興局及び内閣府沖縄総合事務局を含む。４

の（１）を除き、以下同じ。）の農地転用許可制度及び農業振興地域制度の実務担当者をも

って構成するものとする。また、都道府県及び地方農政局は協議の上、適宜、市町村及び農

業委員会のこれらの制度の実務担当者を含めるものとする。
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４ 運営

（１）開催時期等

協議の場は、地方農政局の管轄区域（北海道及び沖縄県にあっては各道県の区域）ごと

に、原則として次に掲げる時期に開催するものとする。ただし、平成26年度においては、

この限りでない。

① 第１回目 ： ４月～６月

② 第２回目 ： 10月～12月

（２）意見交換の内容

事務局は、当該協議の場において意見交換すべき事項を都道府県等から募集し、検討し

た上で決定するものとする。なお、事務局は、決定した事項を都道府県等にあらかじめ連

絡するものとする。

（３）運営方法

① 意見交換は、原則として、２の（１）及び（２）ごとに分科会を設けて行うものとし、

それぞれの分科会には、座長、副座長及び書記を置くものとする。

② 座長、副座長及び書記は、都道府県及び地方農政局の実務担当者の互選により選任す

るものとする。

③ 座長は、協議の場を総括するものとし、副座長は、座長を補佐するものとする。

④ 書記は、座長及び副座長の協力を得て、分科会での意見交換の内容を取りまとめるも

のとする。

⑤ 分科会での意見交換の終了後、全体会議を開催するものとし、書記は、取りまとめた

分科会における意見交換の内容を報告するものとする。

（４）その他

運営方法等については、地域の実情に応じて柔軟に対応するものとし、例えば、都道府

県や市町村の実務担当者が参集する会議等と併せて開催するなど、円滑な実施に配慮する

ものとする。

５ 事務局

事務局は、地方農政局農村計画部農村振興課（北海道にあっては農村振興局農村政策部農

村計画課（以下「農村計画課」という。）、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局農林水

産部経営課）に置くものとする。

６ 報告等

事務局は、開催後速やかにその内容を取りまとめるものとする。事務局（農村計画課に置

かれた事務局を除く。）は、その取りまとめた内容について、農村計画課に報告するものと

する。農村計画課は、その概要を取りまとめの上、公表するものとする。
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平成２６年９月１１日、第１０回農地・農村部会

農地制度改革のあり方について

地方公共団体情報システム機構理事長 西 尾 勝

はじめに

 欧米諸国（なかでもアングロ・サクソン系諸国）の都市計画制度とわが国の

都市計画制度の決定的な相違点は、前者が土地利用計画の策定とこれに基づい

て土地の開発行為・建築行為等を規制する権限を基礎自治体の権限としている

のに対して、後者ではこれを国の権限とし、その一部を地方に委任する場合に

はこれを機関委任事務としてきたことにあると認識。

 そこで私は、地方分権改革有識者会議（平成２５年９月３０日）において

「地方分権改革の総括と今後の展望」について意見を述べた際に、「地方分権

改革の今後の展望」の一項目として、「市町村は、土地利用に関する計画を策

定しこれに基づいて土地の開発行為・建築行為等を規制する権限を一括して基

礎自治体に授権させることを究極の目標とし、都市計画法、建築基準法、景観

法、農地法、農振法、森林法等々の全面改正と新たな統一的な都市農村計画法

（仮称）の制定を求める運動をおこすこと」、を提言した。

Ⅰ 農地制度をめぐる地方分権改革の経緯

 １ 地方分権推進委員会（１９９５～２００１年）は、機関委任事務制度を

全面廃止し、その一環として、都市計画法・農地法・農振法・森林法等々の土

地利用規制関係諸法に基づく従前の機関委任事務についてもこれらを自治事務

と法定受託事務のいずれかに区分けした。

 ２ 国から都道府県へ、あるいは都道府県から市町村への事務権限の移譲を

めぐる関係各省庁とのグループ・ヒアリングの過程でも、最も開催頻度が高く、

長時間を費やしたのは、都市計画法をめぐる折衝であった。

 ３ 当時の建設省都市局都市計画課の主張によれば、建設省所管の都市計画

法に基づく開発許可は農水省所管の農振法・農地法等に基づく農振除外・農地

転用と裏表の関係にあるので、この種の事務権限の移譲は両省横並びでなけれ

ば応じられない、というものであった。

 ４ しかし、折衝の結果をみると、建設省は相当の譲歩をしたのに対して、

農水省の抵抗は頑強で、僅かに、２ｈａ超４ｈａまでの農地転用の許可権限が

国から都道府県に移譲されたのみであった（しかも、この都道府県の事務は法
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定受託事務と区分けせざるを得なかった）。この農水省との折衝過程では、委

員会側は農用地の総量確保の必要性を認め、農水省は農用地確保の目標総量を

定めこれを都道府県・市町村単位にブレーク・ダウンすることと引き替えに、

個別の農地転用の許可権限はこれを市町村に移譲することにしてはどうかと提

案したが、当時の農水省は「農地確保の目標総量を定めこれを都道府県・市町

村にブレーク・ダウンすることはできない」と拒否した。 

 

 ５ その後の地方分権改革推進委員会（２００６～２００９年）による「都

道府県から基礎自治体への権限移譲」の勧告においても、都市計画法等に基づ

く事務権限の更なる移譲と農振法・農地法等に基づく事務権限の移譲が勧告さ

れたが、民主党政権下で法制化された地方分権一括法で実現したのは、このう

ちの都市計画法等に基づく事務権限の更なる移譲のみであった。 

 

 ６ しかしながら、農水省がみずから率先して行った平成２１年の農地法等

の改正（平成２１年１２月１６日施行）において農振除外等の規制を更に強化

した反面、地方分権改革推進委員会の勧告の一部を採り入れ、農水省は「農用

地等の確保に関する基本指針」を公表し（平成２２年６月１１日）、都道府県

はこれに準拠して都道府県農業振興地域整備基本方針を変更し「確保すべき農

用地等の面積の目標等に関する事項」を定め、市町村は都道府県からの変更指

示に基づいて市町村農業振興地域整備計画を変更するという、新しい農用地確

保の目標管理の仕組みを導入した。 

 

 

Ⅱ 農地制度改革のあり方 

 １ 先に地方６団体がとりまとめて提言した「農地制度のあり方について」

は、以下の諸点において、画期的な提言と高く評価する。すなわち、 

① 国の基本指針で「確保すべき農用地等の目標面積」は設定されたものの、

目標と現実は既に大幅に乖離していること（ことに農振編入・除外は概ね

見込み通りである一方で、耕作放棄地の発生は想定以上であること）、また

都道府県の定めた目標面積はその設定過程での国と都道府県の協議が不十

分であったがために、現場においては総量確保の目標が何としても達成す

べき目標として十分に意識されていない事態を招いていると指摘している

こと 

② 真に守るべき農用地等を確保する必要性は国・地方共通の認識だとし、こ

れからの農用地の総量確保（マクロ管理）は、「現実を見据えた目標管理」、

「根拠のある目標管理」、「納得感のある目標管理」、「実行力のある目標管

理」でなければならないとし、市町村が主体的に設定した目標の積み上げ

を基本とし、国・都道府県・市町村が議論を尽くした上で国の総量確保目

標を設定する新しいマクロ管理の仕組みの導入を提言していること 

③ 個々の農地転用の許可制度等（ミクロ管理）の仕組みについては、都道府
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県関係者と市町村関係者の双方が合意し、大臣許可・協議を廃止すること、

土地利用行政を総合的に担っていく観点から市町村に一括して権限移譲す

ることを提言していること 

 

２ この「地方６団体提言に対する農水省の考え方」も拝読した。総量確保

（マクロ管理）に関しては、「農地の総量確保を図る上で、市町村・都道府県

の果たす役割は重要と認識」とした上で、市町村が主体的に設定した目標の積

み上げを基本とすることについては、国が定める食糧自給率目標を達成するた

めに必要な農地を確保するという視点からすれば、十分に適合した枠組みとは

言い難いのではないか等の課題」があるとしているが、要は、国の設定する総

量確保の目標からのトップ・ダウンと市町村が主体的に設定した目標のボト

ム・アップとを突き合わせ調整する、国・都道府県・市町村の間の協議の仕組

みの設計によって打開の道が開けるのではないかと考える。 

 

 ３ 個々の農地転用等（ミクロ管理）に関しては、「市町村目標を達成する

ための具体的な担保措置が必ずしも明確ではないが、仮に農地転用により他用

途に供された土地を農地へ復元しようとすれば相当の困難を伴うことから、事

後的な是正措置よりも農地転用許可制度等の適正な執行により現存する優良農

地をいかにして保全するかという視点が重要」と述べているが、この点につい

ては、以下のような疑問点が残る。すなわち、 

①「具体的な担保措置」は農水省が考案すべきものではないか 

②既に想定以上に進行してしまっている耕作放棄地（荒廃農地）の発生抑制・

再生施策の重要性についてこの場で論及を避けているのはいかがなものか 

③概ね 10 年先を見通した場合には、人口減は約５％と推計されるので、人口

減は確保すべき農地面積に大きな影響を与えるものではないと考えられるとし

ているが、それ以降の人口減はきわめて急激であると推計されている 

④個々の土地利用の転用についてまで国の許可を要する制度とするわが国の現

行制度は国際的に見てあまりにも異常 

 

 

おわりに 

 農用地の総量確保（マクロ管理）を「現実的を見据えた目標管理」にしてい

く上では、食糧自給率の向上、人口減の長期推計のみならず、地球温暖化への

適応策の影響をも考慮に入れることが重要と認識 
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